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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外枠と、
　前記外枠に対して開閉可能に設けられている遊技機本体と、
　前記遊技機本体の前方に配されており、同遊技機本体に対して開閉可能に設けられてい
る前面扉と
を備え、
　前記遊技機本体は、前記外枠によって着脱可能に支持されており、
　前記前面扉は、前記遊技機本体によって支持されており、
　前記外枠に設けられ、前記前面扉が開放された場合に同前面扉に対して当接することに
より当該前面扉の開方向への移動を阻止する第１阻止部と、
　前記遊技機本体に設けられ、前記外枠から前記遊技機本体が取り外されている状況下に
て前記前面扉が開放された場合に同前面扉に対して当接することにより当該前面扉の開方
向への移動を阻止する第２阻止部と
を備え、
　前記第１阻止部によって定められる前記前面扉の開放量は、前記第２阻止部によって定
められる同前面扉の開放量よりも小さく設定されていることを特徴とする遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、遊技機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　パチンコ機等の遊技機には、遊技ホール等の島設備に固定される枠体と、同枠体によっ
て開閉可能に支持されている遊技機本体とを備えているものがある。遊技機本体の前方に
は開閉体が配置されており、同開閉体によって遊技機本体が覆われている。
【０００３】
　また、遊技機本体は制御装置等の遊技に関する各種構成が本体枠に搭載されてなり、開
閉体によって上記遊技に関する各種構成を覆うことにより、同構成に対する不正なアクセ
スを抑制し、遊技機における防犯性の向上が図られている。
【０００４】
　上述の如く開閉体を有する遊技機においては同開閉体を開閉可能とすることが一般的で
あり、遊技機のメンテナンス時に開閉体を取り外すことなく作業を行うことが可能となっ
ていることが多い。これにより、上述した防犯性の向上とメンテナンス作業等の容易化と
が両立されている（例えば特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００６－２２３７００号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、例えば開閉体を開閉可能な構成を採用した場合、上記効果を享受するこ
とができる反面、以下の不都合が生じ得る。つまり、例えば遊技機が島設備に設置されて
いる状態にて開閉体が開放された際に、同開閉体が当該遊技機に隣接する他の遊技機に干
渉した場合には開閉体が破損する可能性がある。このように、開閉体を開閉可能とする構
成においては、同開閉体の開閉機能に関しては未だ改善の余地がある。
【０００７】
　本発明は、上記例示した事情等に鑑みてなされたものであり、開閉体の開閉に関する構
成を好適なものとすることができる遊技機を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、
　外枠と、
　前記外枠に対して開閉可能に設けられている遊技機本体と、
　前記遊技機本体の前方に配されており、同遊技機本体に対して開閉可能に設けられてい
る前面扉と
を備え、
　前記遊技機本体は、前記外枠によって着脱可能に支持されており、
　前記前面扉は、前記遊技機本体によって支持されており、
　前記外枠に設けられ、前記前面扉が開放された場合に同前面扉に対して当接することに
より当該前面扉の開方向への移動を阻止する第１阻止部と、
　前記遊技機本体に設けられ、前記外枠から前記遊技機本体が取り外されている状況下に
て前記前面扉が開放された場合に同前面扉に対して当接することにより当該前面扉の開方
向への移動を阻止する第２阻止部と
を備え、
　前記第１阻止部によって定められる前記前面扉の開放量は、前記第２阻止部によって定
められる同前面扉の開放量よりも小さく設定されていることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
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　開閉体の開閉に関する構成を好適なものとすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】一実施の形態におけるパチンコ機を示す正面図である。
【図２】パチンコ機の主要な構成を展開して示す斜視図である。
【図３】パチンコ機の主要な構成を展開して示す斜視図である。
【図４】前扉枠の構成を示す背面図である。
【図５】内枠の構成を示す正面図である。
【図６】内枠から遊技盤を取り外した状態を示す正面斜視図である。
【図７】遊技盤の構成を示す正面図である。
【図８】内枠の構成を示す背面図である。
【図９】遊技盤の背面構成を示す斜視図である。
【図１０】パチンコ機の構成を示す背面図である。
【図１１】裏パックユニットの構成を示す正面図である。
【図１２】（ａ）は図１における上側の１点鎖線部分の拡大斜視図、（ｂ）は図１におけ
る下側の１点鎖線部分の拡大斜視図である。
【図１３】外枠の正面斜視図である。
【図１４】内枠の正面斜視図である。
【図１５】（ａ）上側内枠金具の正面斜視図、（ｂ）上側内枠金具の正面図、（ｃ）上側
内枠金具の側面図である。
【図１６】（ａ）は支持機構の平面図、（ｂ）は図１６（ａ）のＡ－Ａ線部分断面図であ
る。
【図１７】上側前扉金具の正面斜視図、（ｂ）上側前扉金具の平面図、（ｃ）上側前扉金
具の正面図である。
【図１８】支持機構の動作説明図である。
【図１９】支持機構の動作説明図である。
【図２０】支持機構の動作説明図である。
【図２１】外枠に対する内枠の組み付け作業を示す概略図である。
【図２２】外枠に対する内枠の組み付け作業を示す概略図である。
【図２３】内枠に対する前面扉の組み付け作業を示す概略図である。
【図２４】内枠に対する前面扉の組み付け作業を示す概略図である。
【図２５】パチンコ機の電気的構成を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、遊技機の一種であるパチンコ遊技機（以下、「パチンコ機１０」という）の一実
施の形態を、図面に基づいて詳細に説明する。図１はパチンコ機１０の正面図、図２及び
図３はパチンコ機１０の主要な構成を展開して示す斜視図である。なお、図２では便宜上
パチンコ機１０の遊技領域内の構成を省略している。
【００１２】
　図１に示すように、パチンコ機１０は、当該パチンコ機１０の外殻を形成する外枠１１
と、この外枠１１に取り付けられた遊技機主部１２とを有している。
【００１３】
　外枠１１は木製の板材を四辺に連結し構成されるものであって矩形枠状をなしている。
パチンコ機１０は、外枠１１を島設備に取り付け固定することにより、遊技場の島設備に
設置される。
【００１４】
　この外枠１１によって遊技機主部１２が開閉可能な状態で支持されている。具体的には
、後述する支持機構により外枠１１に対して遊技機主部１２がパチンコ機１０の正面視で
左側を回動基端側、右側を回動先端側としてパチンコ機１０の前方へ回動可能とされてい
る。
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【００１５】
　図２に示すように、遊技機主部１２は、ベース体としての内枠１３と、その内枠１３の
前方に配置される前面扉１４と、内枠１３の後方に配置される裏パックユニット１５とを
備えている。なお、遊技機主部１２のうち内枠１３が外枠１１に対して回動可能に支持さ
れている。
【００１６】
　内枠１３には、図２に示すように、前面扉１４が支持されており、同前面扉１４はパチ
ンコ機１０の正面視における左側を回動基端側とし右側を回動先端側として前方へ回動可
能とされている。また、内枠１３には、図３に示すように、裏パックユニット１５が回動
可能に支持されており、正面視で左側を回動基端側とし右側を回動先端側として後方へ回
動可能とされている。
【００１７】
　次に、前面扉１４について説明する。なお、以下の説明では、図１及び図２を参照する
とともに、前面扉１４の背面の構成については図４を参照する。図４は前面扉１４の背面
図である。
【００１８】
　図２に示すように、前面扉１４は、外形が外枠１１とほぼ同一形状をなす合成樹脂製の
枠体２０と、同枠体２０の前面側に固定された前面カバー２１とを主体に構成されており
、内枠１３における前面側のほぼ全域を覆っている。枠体２０及び前面カバー２１の中央
部分には後述する遊技領域ＰＥのほぼ全域を前方から視認することができるようにした略
楕円状の窓部２０ａ，２１ａが形成されており、同窓部２０ａ，２１ａはガラスユニット
３０によって同前面扉１４の背面側から覆われている。
【００１９】
　図４に示すように、枠体２０には窓部２０ａを囲むようにしてガラスユニット設置部２
２が形成されている。詳しくは、ガラスユニット設置部２２は、枠体２０の背面側に配さ
れているとともにパチンコ機１０の前方に向けて凹んでおり、その底部に上記窓部２０ａ
が配設されている。ガラスユニット３０は、ガラスユニット設置部２２に嵌まることで上
下方向及び左右方向への変位が規制されている。
【００２０】
　ガラスユニット３０は、透明性を有するガラスパネル３１，３２とそれらガラスパネル
３１，３２を保持するガラスホルダ３３とを有してなり、同ガラスホルダ３３が枠体２０
に取り付けられたレバー部材２３と同枠体２０とによって挟持されることで、当該枠体２
０に対して一体化されている。なお、ガラスパネル３１，３２の間に所定の隙間が確保さ
れており、それらガラスパネル３１，３２によって遊技領域ＰＥがパチンコ機１０の正面
側から２重に覆われた状態となっている。
【００２１】
　再び図１を参照して説明すれば、窓部２０ａ，２１ａの周囲には各種ランプ等の発光手
段が設けられている。例えば、窓部２０ａ，２１ａの周縁に沿ってＬＥＤ等の発光手段を
内蔵した環状電飾部２４が設けられている。環状電飾部２４では、大当たり時や所定のリ
ーチ時等における遊技状態の変化に応じて点灯や点滅が行われる。また、環状電飾部２４
の中央であってパチンコ機１０の最上部には所定のエラー時に点灯するエラー表示ランプ
部２５が設けられ、窓部２０ａ，２１ａの左右両側には賞球払出中に点灯する賞球ランプ
部２６が設けられている。また、中央のエラー表示ランプ部２５に近接した位置には、遊
技状態に応じた効果音などが出力されるスピーカ部２７が設けられている。
【００２２】
　前面扉１４（詳しくは前面カバー２１）における窓部２１ａの下方には、手前側へ膨出
した上側膨出部２８と下側膨出部２９とが上下に並設されている。上側膨出部２８内側に
は上方に開口した上皿２８ａが設けられており、下側膨出部２９内側には同じく上方に開
口した下皿２９ａが設けられている。上皿２８ａは、後述する払出装置より払い出された
遊技球を一旦貯留し、一列に整列させながら後述する遊技球発射機構側へ導く機能を有し
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ている。また、下皿２９ａは、上皿２８ａ内にて余剰となった遊技球を貯留する機能を有
している。
【００２３】
　下側膨出部２９並びとなる位置には、手前側へ突出するようにして遊技球発射ハンドル
４１が設けられている。遊技球発射ハンドル４１が操作されることにより、後述する遊技
球発射機構から遊技球が発射される。
【００２４】
　前面扉１４の背面には、図２及び図４に示すように、通路形成ユニット５０が取り付け
られている。通路形成ユニット５０は、合成樹脂により成形されており、上皿２８ａに通
じる前扉側上皿通路５１と、下皿２９ａに通じる前扉側下皿通路５２とが形成されてなる
。通路形成ユニット５０において、その上側隅部には後方に突出し上方に開放された受口
部５３が形成されており、当該受口部５３を仕切壁５４によって左右に仕切ることで前扉
側上皿通路５１の入口部分と前扉側下皿通路５２の入口部分とが区画形成されている。前
扉側上皿通路５１及び前扉側下皿通路５２は上流側が後述する遊技球分配部に通じており
、前扉側上皿通路５１に入った遊技球は上皿２８ａに導かれ、前扉側下皿通路５２に入っ
た遊技球は下皿２９ａに導かれる。
【００２５】
　次に、図１，図５及び図６に基づき内枠１３と同内枠１３及び外枠１１の関係とについ
て詳細に説明する。図５は内枠１３の正面図、図６は内枠１３から主要な構成を取り外し
た状態を示す正面斜視図である。なお、図５においては、図２と同様にパチンコ機１０の
遊技領域内の構成を省略している。
【００２６】
　内枠１３は、外形が外枠１１とほぼ同一形状をなす樹脂ベース６０を主体に構成されて
いる。樹脂ベース６０の高さ寸法（上下方向における長さ寸法）は、外枠１１の高さ寸法
よりも若干小さく設定されている。また、樹脂ベース６０は外枠１１の上側枠部に寄せて
配置され、外枠１１の下側枠部と樹脂ベース６０との間には若干の隙間が形成されている
。外枠１１にはこの隙間を塞ぐようにして幕板１７が装着されている。幕板１７は、樹脂
ベース６０（詳しくはその下端部）の下方に配置されており、内枠１３が外枠１１に対し
て閉じられた状態では同樹脂ベース６０が幕板１７の上に載ることとなる。
【００２７】
　幕板１７は着色された不透明な樹脂により薄板状に形成されており、同幕板１７の前面
にはパチンコ機１０のメーカ名（図示略）が記されている。図１に示すように幕板１７の
後方となる領域にはスピーカユニット１８が配されており、同スピーカユニット１８が外
枠１１の下側枠部に固定されている。スピーカユニット１８は、その一部が幕板１７に形
成された開口部を通じてパチンコ機１０の前方に露出した状態となっている。
【００２８】
　これらスピーカユニット１８は、後述する音声ランプ制御装置に配線Ｈを用いて電気的
に接続されており、同音声ランプ制御装置から入力される信号に基づいて音声を出力する
。既に説明したようにパチンコ機１０（詳しくは前面扉１４）の上部にはスピーカ部２７
が設けられており、同スピーカ部２７とスピーカユニット１８とを併用することで、すな
わちパチンコ機１０の上部及び下部に配することで、パチンコ機１０の音響に関する機能
の向上を図っている。なお、スピーカユニット１８は必須の構成ではなくこれを省略する
ことも可能である。
【００２９】
　図５に示すように、樹脂ベース６０の回動基端側（図５の左側）には、後述する支持機
構が設けられており、この支持機構によって前面扉１４が内枠１３に対する回動が許容さ
れた状態で支持されている。
【００３０】
　内枠１３（詳しくは樹脂ベース６０）の前面において、同内枠１３の回動先端側となる
部位には施錠装置７５が設けられている。施錠装置７５は、前面扉１４に向けて延びる複
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数の前扉用鉤部材７６を有している。これら前扉用鉤部材７６に対応させて、前面扉１４
の背面には内枠１３側に延びる鉤受け部材５９が複数設けられている。前扉用鉤部材７６
が鉤受け部材５９に引っ掛かることにより前面扉１４が閉じた状態で施錠される。また、
施錠装置７５は、内枠１３の後方へ延びる内枠用鉤部材７７を有している。これら内枠用
鉤部材７７が外枠１１の鉤受け部材１９に引っ掛かることにより遊技機主部１２が外枠１
１に対して閉じた状態で施錠される。
【００３１】
　樹脂ベース６０の右下隅部には、施錠装置の解錠操作を行うためのシリンダ錠７８が設
置されている。シリンダ錠７８は施錠装置に一体化されており、その先端部分（鍵穴部分
）が上記前面扉１４に設けられた孔部を通じてパチンコ機１０の前方に露出している。シ
リンダ錠７８の鍵穴に差し込んだキーを右に回すことで内枠１３に対する前面扉１４の施
錠が解除され、同キーを左に回すことで外枠１１に対する内枠１３の施錠が解除される。
【００３２】
　図６に示すように、樹脂ベース６０の前面における略中央部分には、遊技盤８０を収容
する遊技盤収容部６１が形成されている。遊技盤収容部６１は、パチンコ機１０の後方に
凹み、遊技盤８０を収容する収容空間を区画形成しており、樹脂ベース６０に取り付けら
れた遊技盤８０がその収容空間に嵌まった状態となっている。
【００３３】
　遊技盤収容部６１は、遊技盤８０の背面に対向する平板状の対向板部６２と、同対向板
部６２から起立し遊技盤８０の周縁に沿って延びる周壁部６３とによって構成されている
。対向板部６２は、その略中央に上述した中央開口６４が形成されており、内枠１３の正
面視において略矩形枠状をなしている。周壁部６３は、遊技盤８０における上下左右の各
端面に対して個々に対向する上側壁部６５，下側壁部６６，左側壁部６７，右側壁部６８
が連なってなり、全体として遊技盤８０を囲む環状をなしている。なお、周壁部６３は中
央開口６４を囲むようにして形成されているとも言える。
【００３４】
　遊技盤８０は、木製の合板と同合板における前側の板面を覆うシート材とを有してなり
、その前面が遊技盤収容部６１の開放部分を通じて樹脂ベース６０の正面側に露出してい
る。この露出している部位、すなわち遊技盤８０の前面には、遊技球が流下する遊技領域
ＰＥが形成されている。既に説明したように遊技領域ＰＥはガラスユニット３０（詳しく
はガラスパネル３２）によって覆われている。ガラスパネル３２は、遊技盤８０の前面と
の隙間が遊技球の直径よりも僅かに大きくなるように、すなわち遊技領域ＰＥを流下する
遊技球が同遊技領域ＰＥの同一箇所にて前後に並ばないように配置されている。これによ
り、遊技領域ＰＥでの球詰まりを抑制している。なお、遊技盤８０は木製に限定されるも
のではなく、合成樹脂材料製とすることも可能である。
【００３５】
　また、本実施の形態における遊技盤８０は樹脂ベース６０に対して着脱可能な構成とな
っており、遊技盤収容部６１には遊技盤８０の取り外しを許容する許容状態と、同遊技盤
８０の取り外しを不可とする阻止状態とに切替可能なロック装置７０が複数設けられてい
る。このようにロック装置７０を用いて遊技盤８０を着脱可能な構成を採用することで、
メンテナンス作業等の容易化が図られている。
【００３６】
　以下、図７に基づき遊技盤８０（特に遊技領域ＰＥに配された各種構成）について説明
する。図７は遊技盤８０の正面図である。
【００３７】
　遊技盤８０には、ルータ加工が施されることによって自身の厚さ方向（前後方向）に貫
通する大小複数の開口が形成されている。各開口には、一般入賞口８１、可変入賞装置８
２、作動口８３ａ，８３ｂ、スルーゲート８４及び可変表示ユニット８５等がそれぞれ設
けられている。一般入賞口８１、可変入賞装置８２及び作動口８３ａ，８３ｂに遊技球が
入ると、それら遊技球が後述する検知スイッチにより検知され、その検知結果に基づいて
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所定数の賞球の払い出しが実行される。その他に、遊技盤８０の最下部にはアウト口８６
が設けられており、各種入賞口等に入らなかった遊技球はアウト口８６を通って遊技領域
ＰＥから排出される。
【００３８】
　また、遊技盤８０には、遊技球の流下経路を適宜分散，調整等するために多数の釘８７
が植設されているとともに、風車等の各種部材（役物）が配設されている。これら釘８７
や風車等の各種構成によって、遊技球の流下経路が分化され、上述した一般入賞口８１等
への入賞が適度な確立で発生するように調整されている。
【００３９】
　可変入賞装置８２は、通常は遊技球が入賞できない又は入賞し難い閉状態になっており
、大当たりの際に遊技球が入賞しやすい所定の開放状態に切り換えられるようになってい
る。可変入賞装置８２の開放態様としては、所定時間（例えば３０秒間）の経過又は所定
個数（例えば１０個）の入賞を１ラウンドとして、同可変入賞装置８２の開放が複数ラウ
ンド（例えば１５ラウンド）を上限として繰り返されるように設定されている。
【００４０】
　可変表示ユニット８５は遊技盤８０の中央上寄りに配置されており、その下方に作動口
８３ａ，８３ｂが配置されている。より詳しくは、作動口８３ａ，８３ｂは、作動口８３
ａを上側、作動口８３ｂを下側として上下に並設されている。可変表示ユニット８５及び
作動口８３ａ，８３ｂは、遊技性を司る部位であり遊技者の注意が集まりやすい。それら
可変表示ユニット８５及び作動口８３ａ，８３ｂを遊技機中央において上下に並べて配置
することで両者間での視線の移動量を抑え、遊技者の目に生じる負担の低減に貢献してい
る。
【００４１】
　可変表示ユニット８５は、作動口８３ａ，８３ｂへの入賞をトリガとして図柄を可変表
示する図柄表示装置９４を備えている。図柄表示装置９４は、液晶ディスプレイ（表示画
面９４ａ）を備えた液晶表示装置として構成されており、後述する表示制御装置によりそ
の表示内容が制御されている。具体的には、表示画面９４ａにおいては、上段，中段及び
下段に並べて図柄が表示され、これらの図柄が左右方向にスクロールされるようにして変
動表示される。そして、大当たり発生時には、予め設定されている有効ライン上に所定の
組合せの図柄が停止表示され、特別遊技状態へと移行される。なお、表示画面９４ａにお
ける表示態様を以下のように変更してもよい。すなわち、左，中及び右に並べて図柄を表
示し、それら図柄を上下スクロールさせるようにして変動表示させてもよい。
【００４２】
　また、可変表示ユニット８５は、図柄表示装置９４を囲むようにして形成されたセンタ
ーフレーム９５を備えている。センターフレーム９５の上部には、第１特定ランプ部９６
及び第２特定ランプ部９７が設けられている。また、センターフレーム９５の上部及び下
部にはそれぞれ保留ランプ部９８，９９が設けられている。下側の保留ランプ部９８は、
図柄表示装置９４及び第１特定ランプ部９６に対応しており、遊技球が作動口８３を通過
した回数は最大４回まで保留され保留ランプ部９８の点灯によってその保留個数が表示さ
れるようになっている。上側の保留ランプ部９９は、第２特定ランプ部９７に対応してお
り、遊技球がスルーゲート８４を通過した回数は最大４回まで保留され保留ランプ部９９
の点灯によってその保留個数が表示されるようになっている。
【００４３】
　再び図５を用いて説明すれば、樹脂ベース６０における遊技盤収容部６１（遊技盤８０
）の下方には、遊技球発射ハンドル４１の操作に基づいて遊技領域ＰＥへ遊技球を発射す
る遊技球発射機構１１０が設けられている。遊技球発射機構１１０は、所定の発射待機位
置に配置された遊技球を打ち出すソレノイド１１１と、同ソレノイド１１１によって打ち
出された遊技球の発射方向を規定する発射レール１１２と、上記発射待機位置に遊技球を
供給する球送装置１１３と、それら各種構成１１１～１１３が装着されているベースプレ
ート１１４とを主要な構成として備えており、同ベースプレート１１４が樹脂ベース６０
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用の補強プレートを介して樹脂ベース６０に取り付けられている。
【００４４】
　発射レール１１２は、遊技盤８０側に向けて上り傾斜となるように、斜めに傾いた状態
でベースプレート１１４に固定されている。発射レール１１２の下流側の端部（すなわち
下端部）寄りとなる位置には、球送装置１１３から供給された遊技球を上述した発射待機
位置に留める球ストッパが配されている。球ストッパよりも更に下流側となる位置に、上
記ソレノイド１１１が配置されている。
【００４５】
　ソレノイド１１１は、後述する電源・発射制御装置に対して電気的に接続されている。
その電源・発射制御装置からの電気的な信号の出力に基づいてソレノイド１１１の出力軸
が伸縮方向に往復動することにより、発射待機位置に置かれた遊技球が遊技盤８０側、詳
しくは遊技盤８０に装着された誘導レール１００に向けて打ち出される。
【００４６】
　誘導レール１００は、遊技領域区画部材と共に遊技領域ＰＥを同遊技領域ＰＥの外形が
略円形状となるように区画形成している。また、誘導レール１００は、遊技球の直径より
も若干大きな隙間を隔てて対峙するように配置された内レール１０１及び外レール１０２
からなり、それら両レール１０１，１０２によって一条の誘導通路１０３が区画形成され
ている。誘導通路１０３は、発射レール１１２の先端側（斜め下方）に開放された入口部
分１０４と、遊技領域ＰＥの上部に位置する出口部分１０５とを有している。ソレノイド
１１１の動作に基づいて発射された遊技球は、発射レール１１２→誘導レール１００（入
口部分１０４→出口部分１０５）の順に移動することにより遊技領域ＰＥに導かれる。な
お、遊技盤８０において出口部分１０５の先側、詳しくは内レール１０１の先端付近には
、遊技領域ＰＥに到達した遊技球の同誘導通路１０３内への逆戻りを防止する逆戻り防止
部材１０６が取り付けられており、先んじて遊技領域ＰＥに至った遊技球によって後続す
る遊技球の打ち出しが妨げられることを抑制している。
【００４７】
　誘導レール１００を構成している各レール１０１，１０２は、遊技領域ＰＥの略中央部
分を中心とする円弧状をなしている。このため、誘導通路１０３を通過する遊技球は、自
身に発生する遠心力により外レール１０２に沿って、すなわち外レール１０２に接触した
まま移動（摺動又は転動）しやすくなっている。
【００４８】
　誘導レール１００は、遊技球発射ハンドル４１が遊技球を遊技領域ＰＥに到達させるこ
とができる程度に操作された場合に、すなわち遊技球発射ハンドル４１の操作量が第１の
規定量を超えた場合に、発射レール１１２から打ち出された遊技球が当該誘導レール１０
０の入口部分１０４、詳しくは外レール１０２において発射レール１１２の延長上に位置
する特定部位に着地するように形成されている。なお、外レール１０２は、その特定部位
における接線の向きが発射レール１１２のレール方向と略同一となるように形成されてい
る。発射された遊技球の移動方向と、特定部位の接線方向を揃えることにより、遊技球の
着地によって生じる衝撃を低減するとともに同遊技球の跳ね返りを抑え、誘導レール１０
０によるそれら遊技球の円滑な誘導を可能としている。
【００４９】
　同図５に示すように、誘導レール１００及び発射レール１１２は、同誘導レール１００
の入口部分１０４と発射レール１１２の先端部分とが遊技盤８０の下端縁を挟んで斜めに
対峙するように配置されている。つまり、それら両レール１００，１１２は、同誘導レー
ル１００の入口部分１０４と発射レール１１２の先端部分とが遊技盤８０の下端縁近傍に
て左右にずれるようにして配置されている。これにより両レール１００，１１２を遊技盤
８０の下端縁に近づけつつ、誘導レール１００の入口部分１０４と発射レール１１２との
間には所定間隔の隙間を形成している。
【００５０】
　このようにして形成された隙間よりも下側にはファール球通路５５が配設されている。



(9) JP 5747973 B2 2015.7.15

10

20

30

40

50

ファール球通路５５は前面扉１４の通路形成ユニット５０に一体成形されている。仮に遊
技球発射機構１１０から発射された遊技球が遊技領域ＰＥまで至らずファール球として誘
導通路１０３内を逆戻りする場合には、それらファール球が上記隙間を介してファール球
通路５５内に入ることとなる。ファール球通路５５は前扉側下皿通路５２に通じており、
ファール球通路５５に入った遊技球は図１に示した下皿２９ａに排出される。これにより
、ファール球と次に発射される遊技球との干渉が抑制される。
【００５１】
　樹脂ベース６０において発射レール１１２の左方（詳しくは前面扉１４を支持している
側）には樹脂ベース６０を前後方向に貫通する貫通孔が形成されており、この貫通孔に通
路形成部材１２１が配設されている。通路形成部材１２１は、樹脂ベース６０に対してネ
ジ止めされており、本体側上皿通路１２２と本体側下皿通路１２３とを有している。それ
ら本体側上皿通路１２２及び本体側下皿通路１２３の上流側は、後述する遊技球分配部に
通じている。また、通路形成部材１２１の下方には前面扉１４に取り付けられた通路形成
ユニット５０の受口部５３が入り込んでおり、本体側上皿通路１２２の下方には前扉側上
皿通路５１が配置され、本体側下皿通路１２３の下方には前扉側上皿通路５１が配置され
ている（図２参照）。
【００５２】
　樹脂ベース６０において通路形成部材１２１の下方には、本体側上皿通路１２２及び本
体側下皿通路１２３からの遊技球の流出を規制するシャッタ１２４が設けられている。シ
ャッタ１２４は、両通路の出口部分を狭め遊技球の流出を阻止する阻止位置と、遊技球の
流出を許容する許容位置との両位置に切り替え可能な状態で樹脂ベース６０によって支持
されている。また、樹脂ベース６０にはシャッタ１２４を阻止位置に向けて付勢する付勢
部材が取り付けられており、前面扉１４を内枠１３に対して開いた状態では付勢部材の付
勢力によってシャッタ１２４が阻止位置に留まる構成となっている。これにより、本体側
上皿通路１２２又は本体側下皿通路１２３に遊技球が貯留されている状態で前面扉１４を
開放した場合に、その貯留球がこぼれ落ちてしまうといった不都合が回避されている。こ
れに対し、前面扉１４を閉じた状態では、前面扉１４の通路形成ユニット５０に設けられ
た受口部５３により上記付勢力に抗してシャッタ１２４が許容位置に押し戻される。この
状態では、本体側上皿通路１２２及び前扉側上皿通路５１と、本体側下皿通路１２３及び
前扉側下皿通路５２とがそれぞれ連通し、遊技球の移動が許容されることとなる。
【００５３】
　次に、図８に基づき内枠１３（樹脂ベース６０及び遊技盤８０）の背面構成について説
明する。図８は内枠１３の背面図である。
【００５４】
　樹脂ベース６０の背面における回動基端側（図８の右側）には、軸受け金具１３２が取
り付けられている。軸受け金具１３２には、上下に離間させて軸受け部１３３が形成され
ており、これら軸受け部１３３により内枠１３に対して裏パックユニット１５が回動可能
に取り付けられている。また、樹脂ベース６０の背面には、裏パックユニット１５を内枠
１３に固定するための固定レバー１３４が複数設けられている。
【００５５】
　既に説明したように樹脂ベース６０における遊技盤収容部６１の底部分、すなわち上記
対向板部６２には樹脂ベース６０の厚さ方向に貫通し同樹脂ベース６０の背面側に開放さ
れた中央開口６４が形成されており、その中央開口６４が遊技盤収容部６１に収容された
遊技盤８０によって内枠１３の正面側から覆われている。遊技盤８０の背面には制御装置
等の各種構成が搭載されており、それら各種構成は中央開口６４を通じて内枠１３の背側
に露出した状態となっている。ここで、図９に基づき遊技盤８０の背面の構成について詳
細に説明する。図９は遊技盤８０を後方から見た斜視図である。
【００５６】
　遊技盤８０の背面には、可変表示ユニット８５を遊技盤８０に対して搭載する合成樹脂
製の台座部材１４１が固定されている。台座部材１４１は、遊技盤８０側に開放された略
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箱状をなしており遊技盤８０の背面のほぼ全域を覆っている。台座部材１４１の一部は樹
脂ベース６０の中央開口６４を通じて同樹脂ベース６０の背面側に突出しており、その突
出した部分に対して上述した図柄表示装置９４と、その図柄表示装置９４を駆動するため
の表示制御装置とが取り付けられている。これら図柄表示装置９４及び表示制御装置は前
後方向（樹脂ベース６０の厚さ方向）に図柄表示装置が前側且つ表示制御装置が後側とな
るように重ねて配置されている。さらに、遊技盤８０には、表示制御装置の後方に位置す
るようにして音声ランプ制御装置ユニット１４２が搭載されている。音声ランプ制御装置
ユニット１４２は、音声ランプ制御装置１４３と、取付台１４４とを具備する構成となっ
ており、取付台１４４上に音声ランプ制御装置１４３が装着されている。
【００５７】
　音声ランプ制御装置１４３は、後述する主制御装置からの指示に従い音声やランプ表示
、及び表示制御装置の制御を司る音声ランプ制御基板を具備しており、音声ランプ制御基
板が透明樹脂材料等よりなる基板ボックス１４５に収容されて構成されている。
【００５８】
　音声ランプ制御装置ユニット１４２の下方には、台座部材１４１を後方から覆うように
して主制御装置ユニット１６０が設けられている。主制御装置ユニット１６０は、遊技盤
８０の背面に固定された合成樹脂製の取付台１６１と、その取付台１６１に搭載された主
制御装置１６２とを有している。主制御装置１６２は、遊技の主たる制御を司る機能（主
制御回路）と、電源を監視する機能（停電監視回路）とを有する主制御基板を具備してお
り、当該主制御基板が透明樹脂材料等よりなる基板ボックス１６３に収容されて構成され
ている。
【００５９】
　基板ボックス１６３は、略直方体形状のボックスベース（表ケース体）とこのボックス
ベースの開口部を覆うボックスカバー（裏ケース体）とを備えている。これらボックスベ
ースとボックスカバーとは封印手段としてのボックス封印部１６４によって開封不能に連
結され、これにより基板ボックス１６３が封印されている。ボックス封印部１６４は、基
板ボックス１６３の短辺部に複数設けられ、そのうち少なくとも１つが用いられて封印処
理が行われる。
【００６０】
　ボックス封印部１６４はボックスベースとボックスカバーとを開封不能に結合する構成
であれば任意の構成が適用できるが、ボックス封印部１６４を構成する係止孔部に係止ピ
ンを挿入することでボックスベースとボックスカバーとが開封不能に結合されるようにな
っている。ボックス封印部１６４による封印処理は、その封印後の不正な開封を防止し、
また万一不正開封が行われてもそのような事態を早期に且つ容易に発見可能とするもので
あって、一旦開封した後でも再度封印処理を行うこと自体は可能である。すなわち、複数
のボックス封印部１６４のうち、少なくとも１つの係止孔部に係止ピンを挿入することに
より封印処理が行われる。そして、収容した主制御基板の不具合発生の際や主制御基板の
検査の際など基板ボックス１６３を開封する場合には、係止ピンが挿入されたボックス封
印部と基板ボックス１６３本体との連結部分を切断する。これにより、基板ボックス１６
３のボックスベースとボックスカバーとが分離され、内部の主制御基板を取り出すことが
できる。その後、再度封印処理する場合は他の係止孔部に係止ピンを挿入する。基板ボッ
クス１６３の開封を行った旨の履歴を当該基板ボックス１６３に残しておけば、基板ボッ
クス１６３を見ることで不正な開封が行われた旨が容易に発見できる。
【００６１】
　基板ボックス１６３と取付台１６１とは台座封印部１６５によって開封不能に連結され
ている。詳しくは、台座封印部１６５は、ボックス封印部１６４と同様に係止孔部及び係
止ピンを有しており、係止孔部に対して係止ピンが挿入されることで基板ボックス１６３
と取付台１６１とが分離不能に結合されるようになっている。これにより、基板ボックス
１６３の不正な取り外しが行われた場合に、その事実を把握しやすくなっている。
【００６２】
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　台座部材１４１において遊技盤８０の背面と対向している部分には、前記一般入賞口８
１，可変入賞装置８２，上作動口８３ａ，下作動口８３ｂの遊技盤開口部に対応し且つ下
流側で１カ所に集合する回収通路が形成されている。これにより、一般入賞口８１等に入
賞した遊技球は何れも回収通路を介して遊技盤８０の下方に集合する構成となっている。
つまり、台座部材１４１には各種入賞口に入賞した遊技球を回収する機能が付与されてい
る。
【００６３】
　遊技盤８０の下方には後述する排出通路が配されており、回収通路によって遊技盤８０
の下方に集合した遊技球は排出通路内に導出される。なお、アウト口８６についても同様
に排出通路に通じており、何れの入賞口にも入賞しなかった遊技球はアウト口８６を介し
て排出通路内に導出される。
【００６４】
　また、上記回収通路には、遊技盤８０表側の一般入賞口８１に入賞した遊技球を検知す
る入賞口スイッチと、可変入賞装置８２に入賞した遊技球を検知するカウントスイッチと
、作動口８３ａ，８３ｂに入った遊技球を検知する作動口スイッチとが装着されており、
それら各種スイッチによって入賞検知機構が構成されている。更に、台座部材１４１にお
いて可変表示ユニット８５の左右両側には、スルーゲート８４を通過する遊技球を検知す
るゲートスイッチが設けられている。これら各種スイッチは主制御装置１６２に対して電
気的に接続されており、各スイッチによる検知情報が同主制御装置１６２に出力される構
成となっている。
【００６５】
　次に、図３，図１０及び図１１に基づき裏パックユニット１５について説明する。図１
０はパチンコ機１０の背面図、図１１は裏パックユニット１５の正面図である。
【００６６】
　図１０に示すように、内枠１３は裏パックユニット１５によって後方から覆われている
。裏パックユニット１５は、裏パック２０１を備えており、当該裏パック２０１に対して
、払出機構部２０２、排出通路盤及び制御装置集合ユニット２０４が取り付けられている
。
【００６７】
　裏パック２０１は透明性を有する合成樹脂により成形されており、図１１に示すように
払出機構部２０２などが取り付けられるベース部２１１と、パチンコ機１０後方に突出し
略直方体形状をなす保護カバー部２１２とを有する。保護カバー部２１２は左右側面及び
上面が閉鎖され且つ下面のみが開放された形状をなし、少なくとも可変表示ユニット８５
を囲むのに十分な大きさを有する（図１０参照）。
【００６８】
　ベース部２１１には、その右上部に外部端子板（図示略）が設けられている。外部端子
板には各種の出力端子が設けられており、これらの出力端子を通じて遊技ホール側の管理
制御装置に対して各種信号が出力される。また、ベース部２１１にはパチンコ機１０後方
からみて右端部に上下一対の掛止ピン２１４が設けられており、掛止ピン２１４を内枠１
３に設けられた前記軸受け部１３３に挿通させることで、裏パックユニット１５が内枠１
３に対して回動可能に支持されている。ベース部２１１には、内枠１３に設けられた固定
レバー１３４が挿通される複数の挿通部２１５が形成されており、固定レバー１３４が挿
通部２１５に挿通された状態にてベース部２１１に後方から当接することにより内枠１３
に対して裏パックユニット１５が固定されている。
【００６９】
　ベース部２１１には、保護カバー部２１２を迂回するようにして払出機構部２０２が配
設されている。払出機構部２０２には、裏パック２０１の最上部に配されているとともに
上方に開口したタンク２２１が設けられており、遊技ホールの島設備から供給される遊技
球がそのタンク２２１に逐次補給される。タンク２２１の下方には、下流側に向けて緩や
かに傾斜するタンクレール２２２が連結され、タンクレール２２２の下流側には上下方向
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に延びるケースレール２２３が連結されている。ケースレール２２３の最下流部には払出
装置２２４が設けられている。払出装置２２４より払い出された遊技球は、当該払出装置
２２４の下流側に設けられた図示しない払出通路を通じて、裏パック２０１のベース部２
１１に設けられた遊技球分配部２２５に供給される。
【００７０】
　遊技球分配部２２５は、払出装置２２４より払い出された遊技球を上皿２８ａ、下皿２
９ａ又は後述する排出通路の何れかに振り分けるための機能を有し、内側の開口部が上述
した本体側上皿通路１２２及び前扉側上皿通路５１を介して上皿２８ａに通じ、外側の開
口部が本体側下皿通路１２３及び前扉側下皿通路５２を介して下皿２９ａに通じるように
形成されている（図２及び図３参照）。
【００７１】
　ベース部２１１の下端部には、当該下端部を前後に挟むようにして排出通路盤及び制御
装置集合ユニット２０４が取り付けられている。排出通路盤には、制御装置集合ユニット
２０４と対向する面に後方に開放された排出通路が形成されており、当該排出通路の開放
部は制御装置集合ユニット２０４によって塞がれている。排出通路は、遊技ホールの島設
備等へ遊技球を排出するように形成されており、上述した回収通路等から排出通路に導出
された遊技球は当該排出通路を通ることでパチンコ機１０外部に排出される。
【００７２】
　図１１に示すように、制御装置集合ユニット２０４は、横長形状をなす取付台２４１を
有し、取付台２４１に払出制御装置２４２と電源・発射制御装置２４３とが搭載されてい
る。これら払出制御装置２４２と電源・発射制御装置２４３とは、払出制御装置２４２が
パチンコ機１０後方となるように前後に重ねて配置されている。
【００７３】
　払出制御装置２４２においては基板ボックス２４４内に払出装置２２４を制御する払出
制御基板が収容されており、当該払出制御基板に設けられた状態復帰スイッチ２４５が基
板ボックス２４４外に突出している。例えば、払出装置２２４における球詰まり等、払出
エラーの発生時において状態復帰スイッチ２４５が押されると、球詰まりの解消が図られ
るようになっている。
【００７４】
　電源・発射制御装置２４３は、基板ボックス２４６内に電源・発射制御基板が収容され
ており、当該基板により、各種制御装置等で要する所定の電源が生成されて出力され、さ
らに遊技者による遊技球発射ハンドル４１の操作に伴う遊技球の打ち出しの制御が行われ
る。また、電源・発射制御装置２４３にはＲＡＭ消去スイッチ２４７が設けられている。
本パチンコ機１０は各種データの記憶保持機能を有しており、万一停電が発生した際でも
停電時の状態を保持し、停電からの復帰の際には停電時の状態に復帰できるようになって
いる。したがって、例えば遊技ホールの営業終了の場合のように通常手順で電源を遮断す
ると遮断前の状態が記憶保持されるが、ＲＡＭ消去スイッチ２４７を押しながら電源を投
入すると、ＲＡＭデータが初期化されるようになっている。
【００７５】
　（内枠１３及び前面扉１４の支持機構）
　本実施の形態においては、外枠１１に対して内枠１３を回動可能な状態で支持するとと
もに内枠１３に対して前面扉１４を回動可能な状態で支持する支持機構３００が設けられ
ている。ここで、図１，図２，図１２～図１４に基づき支持機構３００の具体的構成につ
いて説明する。図１２（ａ）は図１における上側の１点鎖線部分を拡大して示す拡大斜視
図、図１２（ｂ）は図１における下側の１点鎖線部分を拡大して示す拡大斜視図、図１３
は外枠１１の正面斜視図、図１４は内枠１３の正面斜視図である。なお、便宜上図１２（
ａ）においては後述するスペーサ部材を取り外した状態を示しており、図１４においては
内枠１３から遊技盤８０及び施錠装置７５を取り外した状態を示している。
【００７６】
　図１に示すように、支持機構３００は、パチンコ機１０の上部（詳しくは左上の隅部）
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に配設された上側支持機構部３０１と、同パチンコ機１０の下部（詳しくは左下の隅部）
に配設された下側支持機構部３０２とによって構成されており、これら両支持機構部３０
１，３０２によって内枠１３及び前面扉１４が支えられている。このように支持機構３０
０をパチンコ機１０の上部及び下部に分けて配置することにより、支持機構３００の占有
領域の拡がりを抑え、限られた領域にて各種遊技部品と支持機構３００とを好適に共存さ
せることが可能となっている。特に、支持機構部３０１，３０２を上下の隅部に配置する
ことにより、遊技領域ＰＥの拡張に寄与している。
【００７７】
　以下、先ず支持機構３００において外枠１１及び内枠１３に関連している構成について
説明する。
【００７８】
　図１２（ａ）に示すように、外枠１１における上枠部１１ａ及び左枠部１１ｂの連結部
分と左枠部１１ｂ及び前記幕板１７の連結部分とには金属製の板材を折り曲げて形成され
た外枠金具３１０，３３０が設けられている。一方、内枠１３には、これら各外枠金具３
１０，３３０に対応する位置、詳しくは上側枠部１３ａ及び左側枠部１３ｃの連結部分と
下側枠部１３ｂ及び左側枠部１３ｃの連結部分とに金属製の板材を折り曲げて形成された
内枠金具３６０，３８０が設けられている。これら外枠金具３１０，３３０及び内枠金具
３６０，３８０が互いに組み合わせられることにより、内枠１３が外枠１１によって支持
された状態となっている。
【００７９】
　図１３に示すように、上側の外枠金具３１０（以下便宜上、上側外枠金具３１０と称す
る）は、上枠部１１ａ及び左枠部１１ｂの両者に沿うようにして折り曲げて形成された略
Ｌ字状の取付部３１１を有しており、この取付部３１１が上記各枠部１１ａ，１１ｂにネ
ジ止めされることで外枠１１と上側外枠金具３１０とが一体化されている。
【００８０】
　取付部３１１において上枠部１１ａに当接している部分には、パチンコ機１０の前方へ
延出する延出部３１２が設けられている。延出部３１２は水平方向に拡がる平板状をなし
ており、当該延出部３１２に内枠１３（詳しくは上側内枠金具３６０）を支持する機能が
付与されている。
【００８１】
　図１４に示すように、上側の内枠金具３６０（以下便宜上、上側内枠金具３６０）は、
樹脂ベース６０の前面と対向するベース部３６１を有しており、このベース部３６１が樹
脂ベース６０にネジ止めされることで内枠１３と上側内枠金具３６０とが一体化されてい
る。ベース部３６１は左右に延びる長板状をなしており、その上端縁及び下端縁にはパチ
ンコ機１０の前方へ起立するとともに隙間を隔てて相対向する対向部３６２，３６３が設
けられている。
【００８２】
　図１２（ａ）に示すように、対向部３６２，３６３は上側外枠金具３１０の延出部３１
２と平行となる平板状をなしており、これら両対向部３６２，３６３の隙間に延出部３１
２が挿入されている。より詳しくは上側の対向部３６２が上側外枠金具３１０の延出部３
１２に載っている。これにより、上側内枠金具３６０が上側外枠金具３１０によって支え
られた状態となっている。
【００８３】
　上側内枠金具３６０には、両対向部３６２，３６３の先端部分に跨るようにして円柱状
の軸体３６４が取り付けられている。軸体３６４は、その中心軸線が上下方向に延び、各
対向部３６２，３６３に直交するように配設されている。一方、上側外枠金具３１０の先
端部分には、軸体３６４に対応する軸受け部３１３が形成されている。図１３に示すよう
に、軸受け部３１３は、延出部３１２の厚さ方向に貫通する丸孔状をなしているとともに
、その一部がパチンコ機１０の前方に開放されている。この開放部３１４を通じて軸体３
６４が挿通されることにより、上側内枠金具３６０が軸受け部３１３（詳しくはその中心
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軸線）を中心として回動可能となっている。
【００８４】
　ここで、図１５を参照して軸体３６４と軸受け部３１３との関係について補足説明する
。図１５（ａ）は上側内枠金具３６０の正面斜視図、図１５（ｂ）は上側内枠金具３６０
の正面図、図１５（ｃ）は上側内枠金具３６０の側面図である。なお、図１５（ａ）にお
いては枠体２０を２点差線によって表しており、図１５（ｂ）においては上側外枠金具３
１０等の他の金具を２点鎖線によって表している。
【００８５】
　図１５に示すように、軸体３６４の中央部分（中間部分）には、括れが形成されている
。言い換えれば、軸体３６４の中央部分には、直径寸法が部分的に小さくなるように抑え
られた小径部３６５が形成されている。小径部３６５の直径寸法Ｄ１は、軸受け部３１３
の開放部３１４の幅寸法Ｌ１よりも小さく設定されており、軸体３６４において小径部３
６５以外の部分の直径寸法Ｄ２，Ｄ３は同開放部３１４の幅寸法Ｌ１よりも大きく設定さ
れている。
【００８６】
　このため、上側外枠金具３１０に上側内枠金具３６０を組み合わせる場合には、軸体３
６４の小径部３６５が軸受け部３１３の開放部３１４を通過するようにして軸体３６４を
軸受け部３１３に押し込み、その後、軸体３６４の軸線方向に沿って上側内枠金具３６０
を降下させることで、軸受け部３１３が軸体３６４の小径部３６５以外の大径部３６６（
上側の大径部３６６Ｕ）に係合することとなる。
【００８７】
　より詳しくは、上側内枠金具３６０のベース部３６１が上側外枠金具３１０の延出部３
１２に当接した状態では、軸受け部３１３が軸体３６４の大径部３６６Ｕに係合し、内枠
１３の自重によって小径部３６５への移動が抑えられることとなる。これにより、外枠１
１からの内枠１３の脱落が抑制される。
【００８８】
　本実施の形態においては、上側支持機構部３０１を構成する上側外枠金具３１０によっ
て内枠１３の全重量が支えられているのではなく、同内枠１３の重量の一部が下側の外枠
金具３３０（以下便宜上、下側外枠金具３３０と称する）によって支えられている。これ
により、重量負荷の分散が図られている。ここで、図１２～図１４及び図１６を参照して
下側支持機構部３０２を構成する下側外枠金具３３０及び下側の内枠金具３８０（以下便
宜上、下側内枠金具３８０と称する）について説明する。図１６（ａ）は下側支持機構部
３０２の平面図、図１６（ｂ）は図１６（ａ）のＡ－Ａ線部分断面図である。なお、図１
６においては便宜上、外枠１１，内枠１３及び前面扉１４を２点鎖線を用いて表している
。
【００８９】
　図１３に示すように、下側外枠金具３３０は上述した幕板１７の上方に配置されている
。下側外枠金具３３０は、水平方向に拡がるベース部３３１と、同ベース部３３１から起
立し外枠１１の左枠部１１ｂに沿って延びる起立部３３２とを有してなり、ベース部３３
１が幕板１７にネジ止めされるとともに起立部３３２が左枠部１１ｂにネジ止めされるこ
とで外枠１１に一体化されている。
【００９０】
　一方、下側内枠金具３８０は、下側外枠金具３３０のベース部３３１に対して上方から
対向する対向板部３８１と、同対向板部３８１から起立し、樹脂ベース６０の背面に対向
する板状の取付部３８２とを有してなり、この取付部３８２が樹脂ベース６０にネジ止め
されることで内枠１３に一体化されている（図１４参照）。
【００９１】
　図１２（ｂ）に示すように下側内枠金具３８０の対向板部３８１が下側外枠金具３３０
のベース部３３１に載ることにより、下側内枠金具３８０が下側外枠金具３３０によって
支えられた状態となっている。
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【００９２】
　再び図１３を参照して説明すれば、下側外枠金具３３０のベース部３３１は幕板１７よ
りも前方に突出しており、この突出している部分には、上側内枠金具３６０の軸体３６４
と同様に上下方向に延びる軸ピン３３３が取り付けられている。軸ピン３３３は、円柱状
をなしており、当該軸ピン３３３の中心軸線が上側外枠金具３１０における軸受け部３１
３の中心軸線と同一直線上に位置するように配置されている。
【００９３】
　図１６（ｂ）に示すように、下側内枠金具３８０の対向板部３８１には、軸ピン３３３
に対応する軸受け部材３８３が設けられている。軸受け部材３８３は、対向板部３８１か
ら上方に凸となっており、対向板部３８１に形成された貫通孔に嵌まった状態で固定され
ている。より詳しくは、軸受け部材３８３は、当該軸受け部材３８３の根元側に位置する
大径部３８４及び先端側に位置する小径部３８５からなる段付円柱状をなしており、その
大径部３８４にはベース部３３１側（パチンコ機１０の下方）に開放された凹状の軸受け
部３８６が形成されている。その開放部分を通じて軸受け部３８６に軸ピン３３３が挿通
されることにより、下側内枠金具３８０が軸受け部３８６の中心軸線を中心として回動可
能となっている。
【００９４】
　なお、下側外枠金具３３０のベース部３３１には、上方に隆起する２条の突条部３３４
が形成されている（図１３参照）。それら突条部３３４は軸ピン３３３を中心とする円弧
状をなしているとともに、軸ピン３３３の放射方向に並設されており、下側内枠金具３８
０（詳しくは対向板部３８１）がこれら突条部３３４に載った状態となっている。これは
下側内枠金具３８０の対向板部３８１と下側外枠金具３３０のベース部３３１との当接箇
所のばらつきを抑えるための工夫である。
【００９５】
　以上詳述したように、外枠金具３１０，３３０及び内枠金具３６０，３８０によって内
枠１３が回動可能に支持されている点に着目すれば、これら外枠金具３１０，３３０及び
内枠金具３６０，３８０によって内枠用支持機構が構成されているといえる。
【００９６】
　次に、図１２、図１４，図１６，図１７を参照して、支持機構３００における前面扉１
４の支持に関する構成について説明する。図１７（ａ）は上側前扉金具４１０の正面斜視
図、図１７（ｂ）は上側前扉金具４１０の平面図、図１７（ｃ）は上側前扉金具４１０の
正面図である。
【００９７】
　図１２に示すように、前面扉１４において各内枠金具３６０，３８０に対応する位置に
は金属製の板材を折り曲げて形成された前扉金具４１０，４３０が設けられている。これ
ら前扉金具４１０，４３０が内枠金具３６０，３８０に対して組み合わせられることによ
り、前面扉１４が内枠１３によって支持された状態となっている。
【００９８】
　図１２（ａ）に示すように、上側の前扉金具４１０（以下便宜上、上側前扉金具４１０
と称する）は上側内枠金具３６０の両対向部３６２，３６３の間に挿通される挿通部４１
１と前面扉１４の枠体２０に対する取付部４１２とを有してなり、当該取付部４１２が枠
体２０にネジ止めされることで枠体２０と上側前扉金具４１０とが一体化されている。
【００９９】
　挿通部４１１は、両対向部３６２，３６３と平行な平板状をなしており、当該挿通部４
１１が下側の対向部３６２に載ることで、上側前扉金具４１０が上側内枠金具３６０によ
って下側から支えられた状態となっている。
【０１００】
　挿通部４１１には、軸体３６４に対応する軸受け部４１３が設けられている。軸受け部
４１３は、挿通部４１１の厚さ方向に貫通する孔状をなしているとともに、その一部がパ
チンコ機１０の前方に開放されている（図１７参照）。この開放部４１４を通じて軸受け
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部４１３に軸体３６４が挿通されることにより、上側前扉金具４１０が軸体３６４の中心
軸線を中心として回動可能となっている。
【０１０１】
　ここで、軸体３６４と軸受け部４１３との関係について補足説明する。図１７に示すよ
うに、軸受け部４１３における開放部４１４の幅寸法Ｌ２は、軸体３６４における小径部
３６５の直径寸法Ｄ１よりも大きく設定されているとともに、軸体３６４の各大径部３６
６Ｕ，３６６Ｌの直径寸法Ｄ２，Ｄ３よりも小さく設定されている。このため、上側内枠
金具３６０に上側前扉金具４１０を組み合わせる場合には、軸受け部４１３の開放部４１
４が軸体３６４の小径部３６５を通過するようにして当該軸受け部３１３を押し込み、そ
の後、軸体３６４の軸線方向に沿って上側前扉金具４１０を降下させることで、軸受け部
４１３が軸体３６４の大径部３６６Ｌに係合することとなる。
【０１０２】
　より詳しくは、上側前扉金具４１０の挿通部４１１が上側内枠金具３６０の対向部３６
３に当接した状態では、軸受け部４１３が軸体３６４の大径部３６６Ｌに係合し、前面扉
１４の自重によって小径部３６５への移動が抑えられることとなる。これにより、内枠１
３からの前面扉１４の脱落が抑制される。
【０１０３】
　また、本実施の形態においては、図１５に示すように、上側内枠金具３６０の対向部３
６２，３６３の隙間寸法が、上側外枠金具３１０の延出部３１２の厚さ寸法及び上側前扉
金具４１０の挿通部４１１の厚さ寸法の和よりも大きく設定されており、それら延出部３
１２及び挿通部４１１は軸体３６４の小径部３６５を挟んで対向している。これにより、
上側外枠金具３１０と上側内枠金具３６０とが組み合わせられた状態での上側前扉金具４
１０の着脱経路が確保されているとともに、上側内枠金具３６０と上側前扉金具４１０と
が組み合わせられている状態での上側外枠金具３１０の着脱経路が確保されている。
【０１０４】
　これら延出部３１２と挿通部４１１との間には、合成樹脂製のスペーサ部材４６０が設
けられており、同スペーサ部材４６０によって各金具３１０，３６０，４１０の分離が阻
止されている。ここで、図１２及び図１５を参照してこのスペーサ部材４６０について説
明する。なお、図１５においては他の構成と区別ためスペーサ部材４６０にドットハッチ
ングを付与している。
【０１０５】
　スペーサ部材４６０は延出部３１２及び挿通部４１１に平行な厚肉の平板状をなしてい
る。スペーサ部材４６０の厚さ寸法は、延出部３１２及び挿通部４１１の隙間寸法と同等
に設定されており、当該スペーサ部材４６０の上板面が延出部３１２の下面に当接してい
るとともに同スペーサ部材４６０の下板面が挿通部４１１の上面に当接している。つまり
、延出部３１２，挿通部４１１及びスペーサ部材４６０によって対向部３６２，３６３間
に形成されている隙間が埋められている。これにより、対向部３５２と延出部３１２との
離れを抑制するとともに、対向部３５３と挿通部４１１との離れを抑制することが可能と
なっている。
【０１０６】
　スペーサ部材４６０には、軸体３６４と係合する係合爪部４６１が形成されており、こ
の係合爪部４６１が軸体３６４（詳しくは小径部３６５）に係合することにより、同スペ
ーサ部材４６０の脱落が阻止されている。係合爪部４６１は軸体３６４に対する係合状態
と係合解除状態とに撓み変形可能に形成されており、スペーサ部材４６０の着脱が許容さ
れている。
【０１０７】
　本実施の形態においては、上側内枠金具３６０によって前面扉１４の全重量を支えるの
ではなく、同前面扉１４の重量の一部を下側の内枠金具３６０（以下便宜上、下側内枠金
具３８０と称する）によって支える構成としている。これにより、重量負荷を好適に分散
させることが可能となっている。ここで、下側内枠金具３８０及び下側の前扉金具４３０
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（以下便宜上、下側前扉金具４３０と称する）について説明する。
【０１０８】
　同図１２（ｂ）に示すように、下側前扉金具４３０は、対向板部３８１に対して上方か
ら対向するベース部４３１と、同ベース部４３１から起立し枠体２０の前面に沿って延び
る取付部４３２とを有しており、当該取付部４３２が枠体２０にネジ止めされることで、
前扉金具４３０と枠体２０とが一体化されている。
【０１０９】
　図１６（ｂ）に示すように、ベース部４３１には、下側内枠金具３８０の軸受け部材３
８３（詳しくは小径部３８５）に対応する軸受け部４３３が形成されている。軸受け部４
３３は、ベース部４３１の厚さ方向に貫通する孔状をなしており、その内径寸法が、小径
部３８５の外径寸法よりも僅かに大きくなるように形成されている。また、軸受け部４３
３の内径寸法は軸受け部材３８３の大径部３８４Ｌの外径寸法よりも小さく設定されてお
り、ベース部４３１が軸受け部材３８３における大径部３８４Ｌ及び小径部３８５の段差
部分に載った状態となっている。これにより、下側前扉金具４３０が下側内枠金具３８０
によって回動可能な状態で支えられている。
【０１１０】
　なお、軸受け部材３８３が軸受け部としての機能と軸部としての機能とを併有している
点に着目すれば、当該軸受け部材３８３を「軸体３８３」と称することも可能である。ま
た、軸受け部材３８３における大径部３８４及び小径部３８５の段差部３８７に下側前扉
金具４３０が載る点に着目すれば、同段差部３８７を「載置部３８７」と称することも可
能である。
【０１１１】
　以上詳述したように、内枠金具３６０，３８０及び前扉金具４１０，４３０によって内
枠１３が中心軸線ＣＬ２を中心に回動可能に支持されている点に着目すれば、これら内枠
金具３６０，３８０及び前扉金具４１０，４３０によって前面扉用支持機構が構成されて
いるといえる。
【０１１２】
　（内枠１３及び前面扉１４の開放制限に関する構成）
　内枠１３や前面扉１４の開放可能とした場合、例えば遊技ホール等の島設備にパチンコ
機１０が設置されている状態にて同内枠１３等が過度に大きく開放されると、前面扉１４
が隣接する他の遊技機に干渉したり、干渉が生じないまでも隣接する遊技機での遊技を妨
げたりするといった不都合が発生し得る。つまり、メンテナンス作業の容易化に貢献する
ことができる反面、パチンコ機１０の機能や外観の保護等の面で不都合が生じる可能性が
ある。そこで、本実施の形態においては、上記支持機構３００に内枠１３及び前面扉１４
の開放を制限する制限手段を設けた。以下、この制限手段について説明する。
【０１１３】
　図１２（ｂ）に示すように、外枠１１の下側外枠金具３３０には、内枠１３及び前面扉
１４が開放された場合に、それら内枠１３及び前面扉１４に対して当接することで同内枠
１３等のそれ以上の開放を制限する制限手段としてストッパ部３３５が設けられている。
【０１１４】
　ストッパ部３３５は、ベース部３３１の端部を下側内枠金具３８０の対向板部３８１側
（パチンコ機１０の上方）に折り曲げて形成されており、内枠１３の回動中心軸線ＣＬ１
や前面扉１４の回動中心軸線ＣＬ２と同じ方向に延びる板状をなしている。
【０１１５】
　図１４の部分拡大図や図１５（ａ）に示すように、下側内枠金具３８０の対向板部３８
１には、ストッパ部３３５に対応させて切欠き部３８８が形成されている。切欠き部３８
８は、内枠１３の回動中心軸線ＣＬ１を中心とした円弧状をなしており、同切欠き部３８
８にストッパ部３３５が嵌まっている。切欠き部３８８は、ストッパ部３３５が嵌まって
いる位置から遊技機正面側に延びており、同切欠き部３８８が形成されている範囲にて対
向板部３８１とストッパ部３３５との相対変位が許容されている。
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【０１１６】
　内枠１３が開放された場合には、図１５（ａ）の２点鎖線に示すように、切欠き部３３
８が同内枠１３と共に移動する。ストッパ部３３５は、内枠１３の開放時に切欠き部３３
８が移動する経路上に配置されており、内枠１３の開放量（閉位置からの回転角度）が予
め定められた値（本実施の形態においては１１０°）に達することで同切欠き部３３８を
形成している前側の壁面部３８８ａがストッパ部３３５に当たる。これにより、内枠１３
のそれ以上の開放が制限されることとなる。
【０１１７】
　再び図１２（ｂ）を参照して説明すれば、下側前扉金具４３０のベース部４３１には、
同ベース部３３１の端部を下側外枠金具３３０のベース部３３１側に折り曲げて形成され
たフランジ部４３５が設けられている。前面扉１４が開放された場合には、図１５（ａ）
に示すように、フランジ部４３５が同前面扉１４と共に移動する。ストッパ部３３５の先
端部分は、切欠き部３３８から上方に突出しているとともに前面扉１４の開放時にフラン
ジ部４３５が移動する経路上に配されており、前面扉１４の開放量（閉位置からの回転角
度）が予め定められた値（本実施の形態においては凡そ１１０°）に達することで同フラ
ンジ部４３５がストッパ部３３５の先端部分に当たる。これにより、前面扉１４のそれ以
上の開放が制限される。
【０１１８】
　本実施の形態においては特に、ストッパ部３３５は、その板面が軸ピン３３３（すなわ
ち回動中心軸線ＣＬ２）側を向くように形成されており、その端面が上記壁面部３８８ａ
及びフランジ部４３５の移動経路上に位置している。このため、壁面部３８８ａ及びフラ
ンジ部４３５は、ストッパ部３３５の端面に当たることとなる。このように、ストッパ部
３３５の板面ではなく端面にて壁面部３８８ａ及びフランジ部４３５を受けることにより
、ストッパ部３３５の変形を抑制している。
【０１１９】
　ここで、図１６（ａ）を参照して、切欠き部３８８とストッパ部３３５との関係につい
て補足説明する。切欠き部３８８においてストッパ部３３５よりも後方となる部位には壁
面部３８８ｂが設けられている。壁面部３８８ｂは、ストッパ部３３５の後側端面に対し
て若干の隙間を隔てて対向している。
【０１２０】
　内枠１３が閉じている状態で前面扉１４が勢いよく開放され、フランジ部４３５によっ
てストッパ部３３５が後方に押された場合には、衝突時の衝撃によってストッパ部３３５
が後方へ変形する可能性がある。仮にこのような変形が生じた場合には、ストッパ部３３
５が壁面部３８８ｂに当接することで、その衝撃の一部が内枠金具３８０に分散されるこ
ととなる。また、壁面部３８８ｂとストッパ部３３５との隙間は、同ストッパ部３３５の
変形が弾性領域内で収まるように設定されている。これにより、ストッパ部３３５が塑性
変形することを抑制し、同ストッパ部３３５の阻止機能が損なわれることを回避している
。言い換えれば、内枠金具３８０の壁面部３８８ｂには、ストッパ部３３５に対するバッ
クアップ機能が付与されており、この壁面部３８８ｂによって前面扉１４等の最大開放量
の変化が抑えられている。
【０１２１】
　以下、図１８～図２０に基づき、パチンコ機１０のメンテナンス作業の流れについて説
明する。図１８は内枠１３及び前面扉１４を閉じた状態を示す概略図であり、図１９は前
面扉１４を開放した状態を示す概略図であり、図２０は内枠１３を開放した状態を示す概
略図である。また、図１８～図２０の（ａ）群は支持機構３００を下方から見た概略図で
あり、図１８～図２０の（ｂ）群は支持機構３００を上方から見た概略図である。なお、
図１８～図２０の（ａ）群については前面扉１４の前面カバー２１を省略しており、図１
８～図２０の（ｂ）群については便宜上外枠金具３３０及び内枠金具３８０にドットハッ
チングを付与している。
【０１２２】
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　遊技領域ＰＥや遊技球発射機構１１０等の清掃等のメンテンナンスを行う場合には、図
１８→図１９に示すように前面扉１４を開放する。この際、図１９に示すように、前面扉
１４が所定の位置まで開放されることにより、前面扉１４の下側前扉金具４３０に設けら
れたフランジ部４３５が外枠１１の下側外枠金具３３０に設けられたストッパ部３３５に
対して当たり、それ以上の開放が制限されることとなる。
【０１２３】
　前面扉１４の開放限界位置は、パチンコ機１０が遊技ホール等の島設備に設置された状
態にて、隣接する他の遊技機の前方となる位置に同前面扉１４が張り出さないように設定
されている。このため、前面扉１４を開放したとしても、同前面扉１４によって隣接する
他の遊技機での遊技が困難になるといった不都合は生じにくくなっている。
【０１２４】
　内枠１３の背面側に設けられた払出機構部２０２の清掃等のメンテナンスや、制御装置
２４２，２４３に設けられた各種スイッチ２４５，２４７を操作する場合には、図１８→
図２０に示すように、内枠１３を開放する。この際、前面扉１４を開放する必要は無いた
め、同前面扉１４を内枠１３に対して閉じた状態のまま、同内枠１３を開放するとよい。
内枠１３が所定の位置まで開放されることにより、内枠１３の下側内枠金具３８０に設け
られた壁面部３８８ａが下側外枠金具３３０に設けられたストッパ部３３５に対して当た
り、それ以上の開放が制限されることとなる。
【０１２５】
　内枠１３の開放限界位置は、パチンコ機１０が遊技ホール等の島設備に設置された状態
にて、隣接する他の遊技機の前方となる位置に前面扉１４が張り出さないように設定され
ている。このため、内枠１３を開放したとしても、同内枠１３によって隣接する他の遊技
機での遊技が困難になるといった不都合は生じにくくなっている。
【０１２６】
　例えば、パチンコ機１０において、球詰まり等が発生した場合には、同球詰まりを解消
すべく、その要因が前面扉１４側、内枠１３側の何れにあるかを確かめる必要がある。こ
の場合、内枠１３に対して前面扉１４を開放した状態で、更に内枠１３を外枠１１に対し
て開放するといった手順で作業が行われる可能性がある。この際、前面扉１４の最大開放
量と内枠１３の最大開放量とは同等に設定されているため、外枠１１のストッパ部３３５
に対して前面扉１４のフランジ部４３５と内枠１３の壁面部３８８ａとの両者が当接する
こととなる。この際、前面扉１４は開放限界位置で留まっている状態で、内枠１３によっ
て押されることで、内枠１３に対して閉じた状態となる。これにより、前面扉１４を閉じ
るための別途作業を必要がなくなり、作業が簡略化されることとなる。つまり、球詰まり
を解消した後は、内枠１３を外枠１１に対して閉じることにより作業が完了することとな
る。
【０１２７】
　次に、図２１及び図２２に基づき、外枠１１に対する内枠１３の着脱作業について説明
する。図２１はパチンコ機１０を上方から見た概略図であり、図２２はパチンコ機１０を
側方から見た概略図である。
【０１２８】
　外枠１１に内枠１３を組み付ける際には、外枠１１に対して内枠１３が十分開放された
状態となる位置関係、すなわち外枠１１に対し内枠１３を略直角に配置した位置関係とし
た上で、図２１（ａ）及び図２２（ａ）に示すように、先ず内枠１３を上側内枠金具３６
０の軸体３６４（詳しくは小径部３６５）が上側外枠金具３１０の開放部３１４の前方と
なる位置に移動させる。次に、図２１（ｂ）及び図２２（ｂ）に示すように、小径部３６
５を開放部３１４に挿入し、同小径部３６５が軸受け部３１３に遊挿される位置まで移動
させる。
【０１２９】
　その後、図２２（ｂ）に示すように、内枠１３における下側内枠金具３８０の軸受け部
３８６と外枠１１における下側外枠金具３３０の軸ピン３３３とが同軸上に位置するよう
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に内枠１３の位置を調整する。このように位置調整を行った後、内枠１３を降下させるこ
とにより、図２２（ｃ）に示すように、上側内枠金具３６０の軸体３６４（詳しくは大径
部３６６）と上側外枠金具３１０の軸受け部３１３とが係合すると同時に、下側内枠金具
３８０の軸受け部３８６と下側外枠金具３３０の軸ピン３３３とが係合する。この結果、
内枠１３が外枠１１によって回動可能に支持された状態となる。
【０１３０】
　内枠１３が回動可能に支持された後は、図２１（ｂ）に示すように、内枠１３を外枠１
１に対する閉位置へ向けて回動させることにより、同内枠１３が外枠１１に対して閉じた
状態となる。
【０１３１】
　なお、上記作業例においては、内枠１３に前面扉１４が組み付けられていない状態での
外枠１１に対する内枠１３の取り付け作業について説明したが、内枠１３に前面扉１４が
組み付けられている状態であっても一連の作業の流れは同じである。但し、前面扉１４が
組み付けられている場合には、内枠１３を閉じた後にスペーサ部材４６０を装着するとよ
い。
【０１３２】
　内枠１３を外枠１１から取り外す場合には、図２１（ｃ）→図２１（ｂ）に示すように
、先ず内枠１３を予め定められた位置へ回動させる。詳しくは閉位置からの回動角度が６
０°～１１０°（ストッパ部３３５によって規定された限界開放角度）となるように、内
枠１３を回動させる。その後、図２２（ｃ）→図２２（ｂ）に示すように、上側内枠金具
３６０の小径部３６５が上側外枠金具３１０の開放部３１４と同じ高さ位置となるように
内枠１３を上昇させる。
【０１３３】
　このように小径部３６５と開放部３１４との高さ位置を合わせた状態では、軸受け部３
１３と軸体（詳しくは大径部３６６）との係合が解除されるとともに、下側内枠金具３８
０の軸受け部３８６と下側外枠金具３３０の軸ピン３３３との係合が解除されることとな
る。
【０１３４】
　そして、図２１（ａ）及び図２２（ａ）に示すように、内枠１３を遊技機前方へ移動さ
せることで、外枠１１からの内枠１３の取り外しが完了する。
【０１３５】
　なお、上記作業例においては、内枠１３に前面扉１４が組み付けられていない状態での
外枠１１からの内枠１３の取り外しについて説明したが、内枠１３に前面扉１４が組み付
けられている状態であっても一連の作業の流れは同じである。
【０１３６】
　次に、図２３及び図２４に基づき、内枠１３に対する前面扉１４の着脱作業について説
明する。図２３はパチンコ機１０を上方から見た概略図であり、図２４はパチンコ機１０
を側方から見た概略図である。
【０１３７】
　内枠１３に前面扉１４を組み付ける際には、内枠１３に対して前面扉１４が十分開放さ
れた状態となる位置関係、すなわち内枠１３に対し前面扉１４を略直角に配置した位置関
係とした上で、図２３（ａ）及び図２４（ａ）に示すように、先ず上側前扉金具４１０の
開放部４１４と上側内枠金具３６０の軸体３６４の小径部３６５とを対向させる。次に、
図２３（ｂ）及び図２４（ｂ）に示すように、小径部３６５を開放部３１４に挿入し、同
小径部３６５が軸受け部３１３に遊挿される位置まで前面扉１４を移動させる。
【０１３８】
　その後、図２４（ｂ）に示すように、内枠１３における下側内枠金具３８０の軸受け部
材３８３（詳しくは小径部３８５）と前面扉１４における下側前扉金具４３０の軸受け部
４３３とが同軸上に位置するように前面扉１４の位置を調整する。このように位置調整を
行った後、前面扉１４を降下させることにより、図２４（ｃ）に示すように、上側内枠金
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具３６０の軸体３６４（詳しくは大径部３６６）と上側前扉金具４１０の軸受け部４１３
とが係合すると同時に、下側内枠金具３８０の小径部３８５と下側前扉金具４３０の軸受
け部４３３とが係合する。この結果、前面扉１４が内枠１３によって回動可能に支持され
た状態となる。
【０１３９】
　前面扉１４が軸支された後は、同前面扉１４を閉位置へ回動させることにより、両対向
部３６２，３６３の間に上側の取付部４１２が挿通されることとなる。つまり、上側の取
付部４１２が外枠金具３１０の延出部３１２に対して下側から若干の隙間を隔てて対向し
た状態となる。これにより、前面扉１４の浮き上がりが制限され、開放部４１４の軸体３
６４における小径部３６５の高さ位置への移動が不可となる。
【０１４０】
　なお、取付部４１２は、各対向部３６２，３６３、軸体３６４及びベース部３６１によ
って囲まれた領域に位置している。このため、取付部４１２が延出部３１２に当接した場
合に発生する負荷は、内枠金具３６０の全体で好適に分散され、上側の対向部３６２に対
して負荷が集中することを抑制される。
【０１４１】
　因みに、上記作業例においては、外枠１１に内枠１３が組み付けられていない状態での
内枠１３に対する前面扉１４の取り付け作業について説明したが、外枠１１に内枠１３が
組み付けられている状態であっても一連の作業の流れは同じである。但し、外枠１１に内
枠１３が組み付けられている場合には、前面扉１４を閉じた後にスペーサ部材４６０を装
着するとよい。
【０１４２】
　前面扉１４を内枠１３から取り外す場合には、図２３（ｃ）→図２３（ｂ）に示すよう
に、先ず前面扉１４を予め定められた位置へ回動させる。詳しくは閉位置からの回動角度
が６０°～１１０°（ストッパ部３３５によって規定された限界開放角度）となるように
、前面扉１４を回動させる。これにより、上記上側の取付部４１２が対向部３６２，３６
３によって挟まれた領域から離脱し、前面扉の上方への移動制限が解除される。
【０１４３】
　その後、図２４（ｃ）→図２４（ｂ）に示すように、上側前扉金具４１０の軸受け部４
１３が上側内枠金具３６０の小径部３６５と同じ高さ位置となるように前面扉１４を上昇
させる。このように小径部３６５と開放部４１４との高さ位置を合わせた状態では、軸受
け部４１３と軸体３６４（詳しくは大径部３６６）との係合が解除されるとともに、下側
前扉金具４３０の軸受け部４３３と下側内枠金具３８０の小径部３８５との係合が解除さ
れることとなる。
【０１４４】
　そして、図２３（ａ）及び図２４（ａ）に示すように、前面扉１４を遊技機前方へ移動
させることで、内枠１３からの前面扉１４の取り外しが完了する。
【０１４５】
　なお、上記作業例においては、外枠１１に内枠１３が組み付けられていない状態におけ
る同内枠１３からの前面扉１４の取り外しについて説明したが、外枠１１に内枠１３が組
み付けられている状態であっても一連の作業の流れは同じである。
【０１４６】
　次に、パチンコ機１０の電気的構成について、図２５のブロック図に基づき説明する。
図２５では、電力の供給ラインを二重線矢印で示し、信号ラインを実線矢印で示す。
【０１４７】
　主制御装置１６２に設けられた主制御基板８０１には、主制御回路８０２と停電監視回
路８０３とが内蔵されている。主制御回路８０２には、ＭＰＵ８１１が搭載されている。
ＭＰＵ８１１には、当該ＭＰＵ８１１により実行される各種の制御プログラムや固定値デ
ータを記憶したＲＯＭ８１２と、そのＲＯＭ８１２内に記憶される制御プログラムの実行
に際して各種のデータ等を一時的に記憶するためのメモリであるＲＡＭ８１３と、割込回
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路やタイマ回路、データ入出力回路などの各種回路が内蔵されている。
【０１４８】
　ＲＡＭ８１３は、パチンコ機１０の電源の遮断後においても電源・発射制御装置２４３
に設けられた電源・発射制御基板８２１からデータ記憶保持用電力が供給されてデータが
保持される構成となっている。
【０１４９】
　ＭＰＵ８１１には、アドレスバス及びデータバスで構成されるバスラインを介して入出
力ポートが接続されている。主制御回路８０２の入力側には、主制御基板８０１に設けら
れた停電監視回路８０３、払出制御装置２４２に設けられた払出制御基板８２２及びその
他図示しないスイッチ群などが接続されている。この場合に、停電監視回路８０３には電
源・発射制御基板８２１が接続されており、主制御回路８０２には停電監視回路８０３を
介して電力が供給される。
【０１５０】
　一方、主制御回路８０２の出力側には、停電監視回路８０３、払出制御基板８２２及び
中継端子板８２３が接続されている。払出制御基板８２２には、賞球コマンドなどといっ
た各種コマンドが出力される。中継端子板８２３を介して主制御回路８０２から音声ラン
プ制御装置１４３に設けられた音声ランプ制御基板８２４に対して各種コマンドなどが出
力される。
【０１５１】
　停電監視回路８０３は、主制御回路８０２と電源・発射制御基板８２１とを中継し、ま
た電源・発射制御基板８２１から出力される最大電源である直流安定２４ボルトの電源を
監視する。
【０１５２】
　払出制御基板８２２は、払出装置２２４により賞球や貸し球の払出制御を行うものであ
る。演算装置であるＭＰＵ８３１は、そのＭＰＵ８３１により実行される制御プログラム
や固定値データ等を記憶したＲＯＭ８３２と、ワークメモリ等として使用されるＲＡＭ８
３３とを備えている。
【０１５３】
　払出制御基板８２２のＲＡＭ８３３は、主制御回路８０２のＲＡＭ８１３と同様に、パ
チンコ機１０の電源の遮断後においても電源・発射制御基板８２１からデータ記憶保持用
電力が供給されてデータが保持される構成となっている。
【０１５４】
　払出制御基板８２２のＭＰＵ８３１には、アドレスバス及びデータバスで構成されるバ
スラインを介して入出力ポートが接続されている。払出制御基板８２２の入力側には、主
制御回路８０２、電源・発射制御基板８２１、及び裏パック基板８２９が接続されている
。また、払出制御基板８２２の出力側には、主制御回路８０２及び裏パック基板８２９が
接続されている。
【０１５５】
　電源・発射制御基板８２１は、電源部と発射制御部とを備えている。電源部は、二重線
矢印で示す経路を通じて、主制御回路８０２や払出制御基板８２２等に対して各々に必要
な動作電力を供給する。発射制御部は、遊技者による遊技球発射ハンドル４１の操作にし
たがって遊技球発射機構１１０の発射制御を担うものであり、遊技球発射機構１１０は所
定の発射条件が整っている場合に駆動される。
【０１５６】
　音声ランプ制御基板８２４は、各種ランプ部２４～２６やスピーカ部１８，２７、及び
表示制御装置８２５を制御するものである。演算装置であるＭＰＵ８４１は、そのＭＰＵ
８４１により実行される制御プログラムや固定値データ等を記憶したＲＯＭ８４２と、ワ
ークメモリ等として使用されるＲＡＭ８４３とを備えている。
【０１５７】
　音声ランプ制御基板８２４のＭＰＵ８４１にはアドレスバス及びデータバスで構成され
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るバスラインを介して入出力ポートが接続されている。音声ランプ制御基板８２４の入力
側には中継端子板８２３に中継されて主制御回路８０２が接続されており、主制御回路８
０２から出力される各種コマンドに基づいて、各種ランプ部２４～２５、スピーカ部１８
，２７、及び表示制御装置８２５を制御する。表示制御装置８２５は、音声ランプ制御基
板８２４から入力する表示コマンドに基づいて図柄表示装置９４を制御する。
【０１５８】
　以上詳述した本実施の形態によれば、以下の優れた効果を奏する。
【０１５９】
　支持機構３００によって前面扉１４を開閉可能な状態で支持する構成としたことにより
、同前面扉１４を内枠１３から取り外すことなく同内枠１３（例えば遊技盤８０等）へア
クセス可能となっている。つまり、メンテンナンス等際して遊技盤８０等にアクセスする
場合に前面扉１４を取り外す必要がない。これにより、メンテナンス作業等の容易化を図
っている。
【０１６０】
　但し、このように前面扉１４を開閉可能な構成を採用した場合、島設備等にパチンコ機
１０が設置されている状態にて同前面扉１４が大きく開放されると、例えば当該パチンコ
機１０に隣接する他の遊技機等に同前面扉１４が干渉するといった不都合が生じ得る。こ
のような干渉の発生は、前面扉１４の機能担保及び外観保護の観点から好ましくない。ま
た、前面扉１４が開放されて隣接する遊技機の前方に張り出した場合には、同隣接する遊
技機での遊技が難しくなると想定される。これは、円滑な遊技進行の妨げとなり得る。こ
の点、外枠１１にストッパ部３３５を設け、このストッパ部３３５によって前面扉１４の
開放限界位置が上記不都合を回避可能となるように規定した。これにより、前面扉１４を
開放可能とすることによる各種メリットを享受しつつ、上記各種不都合を好適に払拭する
ことが可能となっている。
【０１６１】
　本実施の形態においては特に、ストッパ部３３５を外枠１１に設けたことで、同ストッ
パ部３３５に相当する構成を内枠１３に設けた場合と比較して以下の効果が期待できる。
仮に内枠１３にストッパ部に相当する構成を設けた場合には、外枠１１に対して内枠１３
が開放されている状態で更に前面扉１４が開放されることで前面扉１４の開放量に内枠１
３の開放量が上乗せされて前面扉１４の待機位置（すなわち内枠１３及び前面扉１４が共
に閉じている状態での前面扉１４の位置）からの変位量が過度に大きくなり得る。これは
、上記干渉等の不都合が発生しやすくなる要因となり得るため好ましくない。
【０１６２】
　一方、このような開放量の上乗せを考慮して前面扉１４の最大開放量が小さくなるよう
にストッパ部を設けることは、前面扉１４を開放して行われるメンテナンス作業を行いに
くくする要因となり得る。このため、前面扉１４を開閉可能な構成を採用することによる
メリットを享受しにくくなると懸念される。この点、本特徴に示すようにストッパ部３３
５を外枠１１に設ける構成とすれば、上述した内枠１３の開放の影響を抑えることができ
、上記不都合の発生を抑制することができる。故に、前面扉１４を開閉可能な構成を採用
してメンテナンス作業の容易化を図りつつ、それによって生じる周辺機器（例えば隣り合
う遊技機）との干渉等の各種不都合を抑えることができ、前面扉１４の開閉機能を好適な
ものとすることができる。
【０１６３】
　前面扉１４を内枠１３によって支持することにより、前面扉１４を外枠１１によって支
持する場合と比較して前面扉１４の内枠１３に対する位置精度を高めることができる。こ
れにより、例えば内枠１３と前面扉１４との境界部位の拡がりを抑え、同境界部位を通じ
て不正具等が挿入されるといった不都合を生じにくくすることができる。これにより、パ
チンコ機１０の防犯機能の向上に貢献することができる。
【０１６４】
　前面扉は必ずしも単独で開放されるものではなく、内枠を開放している状態で開放され
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ることも想定される。内枠によって前面扉を支持する構成においては、内枠が開放される
ことにより、前面扉開放時に同前面扉が移動する移動経路が多様化し得る。外枠に設けら
れたストッパ部において、このような前面扉の多様な移動経路を許容しようとすれば、同
阻止部が大型化（占有領域の拡張）すると想定される。このような阻止部の大型化は、遊
技部品等との共存を困難にする要因となり得るため好ましくない。
【０１６５】
　そこで、本実施の形態においては前面扉１４を内枠１３に搭載することで、そのような
不都合の発生を抑えている。更には、内枠１３の回動中心軸線ＣＬ１と前面扉１４の回動
中心軸線ＣＬ２とを同一直線上に配したことにより、内枠１３が開放されることに起因し
た前面扉１４の通過経路の変化を抑えることができ、ストッパ部３３５の大型化を好適に
抑制している。
【０１６６】
　内枠１３を支持する外枠金具３３０にストッパ部３３５を設けた。外枠金具３３０は、
内枠１３を支える機能が付与されており、ある程度の強度が確保されている部材である。
ストッパ部３３５についても強度を高めておくことが望ましい。そこで、ストッパ部３３
５を外枠金具３３０に対して一体成形することにより、ストッパ部３３５の強度確保を容
易なものとし、さらには同強度確保ための占有領域の拡がりを抑えることが可能となって
いる。
【０１６７】
　ストッパ部３３５には、前面扉１４の開放限界位置を規定する機能だけでなく、内枠１
３の開放限界位置を規定する機能が付与されている。このように、ストッパ部３３５を共
用する構成とすれば、内枠１３用のストッパ部を別途設ける場合と比較して、構成の簡略
化を図ることができる。
【０１６８】
　前面扉１４の開放を制限する構成においては、内枠１３の開放制限機能を同前面扉１４
に委ねることも可能である。しかしながら、このような構成においては、前面扉１４に対
して内枠１３が衝突し、それら前面扉１４や内枠１３の変形や破損等の不都合が生じやす
くなると想定される。この点、上記実施の形態においては、ストッパ部３３５によって内
枠１３の開放を制限することにより、前面扉１４と内枠１３との衝突を好適に回避するこ
とができる。これにより、内枠１３や前面扉１４を好適に保護することができる。
【０１６９】
　本実施の形態においては特に、スピーカユニット１８を内枠１３ではなく外枠１１に配
設することにより、外枠１１において内枠１３を支持している部分に生じる負担の低減を
図っている。また、内枠１３を開放可能としたことで幕板１７の後方領域にデッドスペー
スが生じているがこのデッドスペースにスピーカユニット１８を配設することにより、幕
板１７の後方領域を有効利用している。
【０１７０】
　スピーカユニット１８は内枠１３の音声ランプ制御装置１４３に対して配線Ｈを用いて
電気的に接続されている。配線Ｈに対して、内枠１３の開放を許容する余裕代を付与する
ことが好ましいが、この余裕代が過度に大きくなると同配線の引っ掛かり等が生じやすく
なると想定される。この点、上述の如くストッパ部３３５によって内枠１３の開放制限を
行う構成とすれば、配線の余裕代を小さくすることが可能となり、上記不都合の発生を抑
えることができる。
【０１７１】
　外枠金具３３０において内枠１３が載るベース部３３１にストッパ部３３５を設けるこ
とにより、同ストッパ部３３５における内枠１３（詳しくは壁面部３８８ａ）や前面扉１
４（フランジ部４３５）との当接位置のばらつきを好適に抑えることができる。これによ
り、ストッパ部３３５の変形等を抑制し、同ストッパ部３３５の保護を図ることができる
。故に、ストッパ部３３５の変形等に起因した開放限界位置の変化を好適に抑制すること
ができる。
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【０１７２】
　内枠１３によって前面扉１４が支持されている構成においては、前面扉１４を閉じた状
態にて内枠１３がストッパ部３３５に当たった場合には前面扉１４単体がストッパ部３３
５に当たった場合と比較して同ストッパ部３３５に生じる負荷が大きくなると想定される
。そこで、本体側当接部としての壁面部３８８ａは、扉側当接部としてのフランジ部４３
５よりもストッパ部３３５の根元寄り（載置部寄り）となる位置にて同ストッパ部３３５
に当接するように形成した。これにより、ストッパ部３３５に生じる負荷によって同スト
ッパ部３３５が変形することを抑制し、開放制限機能を好適に担保することが可能となっ
ている。
【０１７３】
　上記実施の形態に示したように、各金具３１０，３３０，３６０，３８０，４１０，４
３０によって内枠１３や前面扉１４を支えるとともに、それら内枠１３や前面扉１４の回
動中心を定める構成においては、内枠１３や前面扉１４の自重等によって金具３１０，３
３０，３６０，３８０，４１０，４３０が変形した場合に、それら内枠１３や前面扉１４
の位置精度が低下すると想定される。仮にこのような位置精度の低下が生じると、外枠１
１と内枠１３との隙間や同内枠１３と前面扉１４との隙間が拡がる等して防犯機能が低下
するといった不都合が生じ得る。
【０１７４】
　特に、内枠金具３６０，３８０については外枠金具３１０，３３０及び前扉金具４１０
，４３０の両者に組み合わせられているため、同内枠金具３６０，３８０に変形等が生じ
ると、内枠１３の開閉機能及び前面扉１４の開閉機能の両者に影響がでると懸念される。
【０１７５】
　そこで、本特徴においては、内枠金具３６０に、外枠金具３１０及び前扉金具４１０の
両金具の軸受け部３１３，４１３に対応させて軸体３６４を設けるとともに、その軸体３
６４によって「本体側上支持部」としての対向部３６２と「本体側下支持部」としての対
向部３６３とを繋ぐ構成とした。これにより、各対向部３６２，３６３に個別に軸体を設
ける場合と比較して、軸体３６４を両持ちにすることができ、当該軸体３６４の強度向上
を実現している。更には、両対向部３６２，３６３を軸体３６４によって繋ぐことにより
、それら対向部３６２，３６３の撓み変形等を抑えることが可能となっている。総じて、
内枠金具３６０の強度向上を実現している。このように、内枠金具の強度向上を図ること
で、内枠１３の開閉機能及び前面扉１４の開閉機能を好適なものとすることが可能となっ
ている。
【０１７６】
　「本体側上支持部」として対向部３６２と「本体側下支持部」としての対向部３６２と
を個別に有する構成を採用した場合、それら各対向部３６２，３６３に対してなるべく近
い位置にて内枠１３（詳しくは樹脂ベース６０）への内枠金具３６０の取り付けを行うこ
とにより、各対向部３６２，３６３の撓み変形等を好適に抑えることができる。しかしな
がら、それら各対向部３６２，３６３に個々に対応させて取付部を設けた場合、内枠金具
３６０の占有領域が拡がったり、作業工程が増加したりするといった不都合が生じ得る。
この点、上記実施の形態に示すように両対向部３６２，３６３を繋ぐようにして「取付部
」としてのベース部３６１を形成すれば、上記各不都合を好適に払拭することができる。
更には、ベース部３６１、対向部３６２，３６３、軸体３６４によって内枠金具３６０の
環状部位が形成されることで、両対向部３６２，３６３の間に形成される隙間を他の金具
３１０，４１０との組み合わせを行う領域として活用しつつ、内枠金具３６０の強度を好
適に向上させることが可能となっている。
【０１７７】
　上述の如く内枠金具３６０が軸体３６４を有する構成において、外枠金具３１０の軸受
け部３１３と前扉金具４１０の軸受け部４１３がそれぞれ軸体３６４の根元部分に係合す
る構成とした。これにより、前面扉１４や内枠１３を回動させる際に軸体３６４に大きな
負荷が加わった場合であっても当該軸体３６４が変形することを抑制できる。すなわち、
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軸体３６４の保護機能を向上させることができる。故に、上記開閉機能の安定化に貢献す
ることができる。
【０１７８】
　上述の如く軸体３６４に内枠金具３６０を補強する機能を付与した場合、当該軸体３６
４に生じる負荷が大きくなって同軸体３６４が撓むことは好ましくない。この点、上記実
施の形態においては軸体３６４を鉛直方向に延びる柱状に形成するとともに、当該軸体３
６４が固定された各対向部３６２，３６３を水平に拡がる平板状に形成したことで、その
ような不都合の発生を好適に抑制している。つまり、前面扉１４の重量負荷等を軸体３６
４の軸線方向（詳しくは引っ張り方向）で受けることができる。つまり、軸体３６４と交
差する方向への負荷の発生を抑えることができる。これにより、軸体３６４の撓み変形を
抑制し、上記開閉機能の更なる安定化に貢献することが可能となっている。
【０１７９】
　外枠金具３１０と前扉金具４１０との中間に配される内枠金具３６０に軸体３６４を設
けるとともに、外枠金具３１０と前扉金具４１０とに軸受け部３１３，４１３を設けるこ
とにより、上側支持機構部３０１全体での省スペース化を実現している。
【０１８０】
　前扉金具４１０の軸受け部４１３については、前面扉１４が閉じている状態にて開放部
４１４が遊技機前方を向くように構成することで、同前面扉１４の着脱方向が限定されて
いる。前面扉１４を内枠１３に対して閉じている場合には、この開放部４１４が遊技機前
方を向くことで、軸体３６４と軸受け部４１３との離脱方向が限定される。つまり、前面
扉１４が閉じている場合には、開放部４１４の開放側とは反対側（すなわち内枠１３側）
に前面扉１４を移動させる必要が生じる。この際、前面扉１４の背後には内枠１３が位置
しており、同前面扉１４の移動が内枠１３によって妨げられることとなる。言い換えれば
、前面扉１４を内枠１３から取り外すには、同前面扉１４の取り外し経路上に内枠１３が
位置しないように、当該前面扉１４を大きく開放する必要がある。従来のパチンコ機にお
いては、前面扉１４を少し開放すれば内枠１３から容易に取り外せるため、パチンコ機１
０が遊技場のスタッフや監視カメラから死角となるようパチンコ機周辺に人だかりをつく
り、前面扉１４を内枠１３から取り外して遊技領域に不正行為を行う問題が生じ得た。し
かし、前面扉１４の取り外しの際に同前面扉１４を大きく開かなくてはならないため、遊
技場のスタッフや監視カメラから死角を作りづらくなり、不正行為を防止することができ
る。また、仮にそのような不正行為が行われたとしても、遊技場のスタッフや監視カメラ
に捉えられやすいため、容易に不正行為を発見することが可能である。これにより、防犯
性の向上が図られている。
【０１８１】
　また、仮に、前面扉１４が内枠１３側に押された場合であっても、軸体３６４に負荷が
集中することを回避し、同行為に基づいて発生する不可を内枠１３全体で分散させること
ができる。これにより、軸体３６４の保護を図りつつ、防犯機能を向上することができ、
実用上好ましい構成を実現できる。
【０１８２】
　このように、前面扉１４の取付対象としての内枠１３に軸体３６４を設け、同内枠１３
に対して開閉可能な前面扉１４に軸受け部４１３及び開放部４１４を設ける構成において
は、別途構成の追加を必要とすることなく軸体３６４と軸受け部４１３との着脱方向を規
定することが可能となり、これを利用して上記防犯機能の向上に貢献できる。つまり、構
成の煩雑化を抑えつつ上記各種効果を享受できる点に着目すれば、このような軸体及び軸
受け部の配設は実用上好ましいものであるといえる。
【０１８３】
　上側支持機構部３０１を構成する各金具３１０，３６０，４１０が組み合わせられた状
態にて、外枠金具３１０の延出部３１２と、前扉金具４１０の挿通部４１１との間にスペ
ーサ部材４６０を装着する構成とした。このスペーサ部材４６０によって、前扉金具４１
０や内枠金具３６０の浮き上がりを阻止することにより、各金具３１０，３６０，４１０



(27) JP 5747973 B2 2015.7.15

10

20

30

40

50

の分離が好適に回避されている。
【０１８４】
　特にスペーサ部材４６０を、軸体３６４を囲むように形成し、外枠金具３１０の延出部
３１２と前扉金具４１０の挿通部４１１とに当接する構成としたことで、以下の効果が期
待できる。すなわち、スペーサ部材４６０によって上記延出部３１２や挿通部４１１等の
撓み変形等を抑制し、同変形に起因した軸体３６４の変形を好適に抑制することができる
。これにより、軸体３６４の保護を図ることができる。特にスペーサ部材４６０を軸体３
６４を囲むように形成していることで、軸体３６４周辺での上記変形を好適に抑えること
が可能となり、前面扉１４や内枠１３の開閉機能の安定化に貢献している。
【０１８５】
　なお、上述した実施の形態の記載内容に限定されず、例えば次のように実施してもよい
。因みに、以下の別形態の構成を、上記実施の形態における構成に対して、個別に適用し
てもよく、相互に組み合わせて適用してもよい。
【０１８６】
　（ａ１）上記実施の形態では、「外枠側構成体」としての外枠金具３３０に「阻止部」
としてのストッパ部３３５を設けたが、これ限定されるものではなく、ストッパ部を外枠
金具３３０とは別体で設けてもよい。例えば、外枠１１において外枠金具３３０が設けら
れている側の枠部とは反対側の枠部に「ストッパ部」としてのワイヤの一端を固定し、同
ワイヤの他端を前面扉１４に固定する構成とすることにより、前面扉１４の開放を制限す
る構成とすることも可能である。
【０１８７】
　但し、ストッパ部に内枠１３を受け止める程度の強度が必要となる点を考慮した場合、
ストッパ部の大型化やストッパ部の取付構造等の強化等が必要になると想定される。これ
はストッパ部及びそれに付随する構成の占有領域が拡がる要因となり得るため好ましくな
い。故に、望ましくは、外枠金具３３０等、内枠１３等を支えることができる程度の強度
が確保されている部品にストッパ部を設けることが好ましい。
【０１８８】
　なお、ストッパ部と同様の構成を上側外枠金具３１０に移設することも可能であり、更
には、両外枠金具３１０，３３０にそれぞれストッパ部を設けることも可能である。
【０１８９】
　（ａ２）上記実施の形態では、内枠１３の内枠金具３８０にストッパ部３３５に当接す
る壁面部３８９を設けたが、これに限定されるものではない。また、前面扉１４の前扉金
具４３０にストッパ部３３５に当たるフランジ部４３５を設けたが、これに限定されるも
のではない。
【０１９０】
　但し、内枠１３や前面扉１４の回動が阻止された際に、内枠１３や前面扉１４に生じる
反力は大きいと想定されるため、ストッパ部３３５に当接する部分に関してもある程度の
強度を付与する必要がある。故に、上記変形例（１）にて説明した理由と同様の理由から
、内枠金具３８０及び前扉金具４３０がストッパ部３３５に当たる構成とすることが望ま
しい。
【０１９１】
　（ａ３）上記実施の形態では、ストッパ部３３５がフランジ状をなす構成としたが、ス
トッパ部は少なくとも前面扉１４の回動軌跡に対して重なるように配されていればよく、
必ずしもフランジ状をなす必要はない。例えば、載置部から突出する凸部によって阻止部
を構成してもよい。
【０１９２】
　（ａ４）上記実施の形態では、１のストッパ部３３５によって内枠１３の開放、及び前
面扉１４の開放を制限する構成としたが、このように１のストッパ部を併用するのではな
く、内枠１３用のストッパ部と前面扉１４用のストッパ部とを個別に設けてもよい。
【０１９３】
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　（ａ５）上記実施の形態では、ストッパ部３３５に対して、その根元寄りとなる部位に
内枠１３（詳しくは壁面部３８９）が当接し、先端寄りとなる部位に前面扉１４（詳しく
はフランジ部４３５）が当接する構成としたが、これを逆にすることも可能である。
【０１９４】
　但し、内枠１３が前面扉１４を支持しており、少なくとも前面扉１４よりも重いことを
想定すれば、内枠１３がストッパ部３３５へ衝突した際に発生する負荷は、前面扉１４が
ストッパ部３３５に衝突した際に発生する負荷よりも大きくなり得る。故に、望ましくは
上記実施の形態に示したように内枠１３がストッパ部３３５の根元寄りとなる位置に当た
る構成を採用するとよい。
【０１９５】
　（ａ６）上記実施の形態では、遊技機主部１２が外枠１１に対して取り付けられた状態
にて、前面扉１４の開放制限を行う構成としたが、遊技機主部１２が外枠１１から取り外
されている状態にて前面扉１４の開放制限を行うためのストッパ部を別途設けてもよい。
【０１９６】
　例えば、内枠１３に前面扉１４の開放量が所定量に達した場合に、同前面扉１４の開放
を阻止する内枠側ストッパ部を設けるとよい。但し、このような変更を行う場合、遊技機
主部１２を外枠１１に搭載している状態で前面扉１４が開放された際に、同前面扉１４が
内枠側ストッパ部に当たる前に上記ストッパ部３３５に対して当たる構成とし、内枠側ス
トッパ部の機能が無効化される構成とすることが望ましい。
【０１９７】
　（ａ７）上記実施の形態では、内枠１３の最大開放量と前面扉１４の最大開放量とを同
一としたが、両者を相違させることも可能である。
【０１９８】
　例えば、前面扉１４の最大開放量を内枠１３の最大開放量よりも大きく設定すれば、以
下の効果が期待できる。すなわち、前面扉１４を開放している状態で更に内枠１３を開放
した場合、内枠１３を開放限界位置へ移動させたとしても、前面扉１４がストッパ部にお
されて内枠１３に対して閉じることを抑制することができる。これにより、例えば、配線
等が前面扉１４と内枠１３との間に挟まれるといった不都合を好適に回避することができ
る。
【０１９９】
　なお、最大開放量に差を生じさせる場合、必ずしもストッパ部を変更する必要は無く、
内枠１３の壁面部３８９の位置や前面扉１４のフランジ部４３５の位置を変更することで
対応してもよい。
【０２００】
　（ａ８）上記実施の形態では、前面扉１４の最大開放量を１００°に設定したが、この
値は任意である。但し、前面扉１４の最大開放量は、遊技ホール等の島設備に設置された
状態にて隣接する遊技機との干渉や隣接する遊技機における遊技の妨げを回避しつつ、内
枠１３（詳しくは遊技盤８０や遊技球発射機構１１０等）へのアクセスを許容する程度に
設定することが望ましい。
【０２０１】
　（ａ９）上記実施の形態では、内枠１３の回動中心軸線ＣＬ１と前面扉１４の回動中心
軸線ＣＬ２とが同一直線上に位置する構成としたが、各回動中心軸線ＣＬ１，ＣＬ２を前
後・左右にずらす構成としてもよい。
【０２０２】
　但し、このような変更を行った場合、前面扉１４の移動経路が多様化することとなる。
このような多様な移動経路をストッパ部３３５の大型化によって許容することが可能であ
るが、これはストッパ部３３５の占有領域を拡張する要因となり得るため好ましくない。
故に、望ましくは、上記実施の形態に示したように、内枠１３の回動中心軸線ＣＬ１と、
前面扉１４の回動中心軸線ＣＬ２とを揃えるとよい。
【０２０３】
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　（ａ１０）上記実施の形態では、「遊技機本体」としての内枠１３を回動可能としたが
、これに限定されるものではない。例えばスライド式としてもよい。また、「前面扉」と
しての前面扉１４は回動式としたが、これに限定されるものではなくスライド式としても
よい。
【０２０４】
　（ａ１１）上記実施の形態では、前面扉１４を内枠１３に搭載する構成としたが、同前
面扉１４を外枠１１に搭載する構成とすることも可能である。言い換えれば、内枠１３及
び前面扉１４を１ユニット化した状態で外枠１１に搭載する構成としたが、それら内枠１
３及び前面扉１４を個々に外枠１１に搭載する構成としてもよい。
【０２０５】
　（ａ１２）上記実施の形態では、１の前面扉１４によって内枠１３前面の全域を覆う構
成としたが、これに限定されるものではない。独立して開閉可能な複数の前面扉を併用し
、それら複数の前面扉によって内枠１３を覆う構成としてもよい。
【０２０６】
　（ａ１３）上記実施の形態では、「電気機器」としてスピーカユニット１８を設けたが
、これに代えて、ランプ部等を配設することも可能である。また、スピーカユニット１８
を外枠１１におけるどの位置に配置するかは任意であり、幕板１７の後方領域への配置に
限定されるものではない。例えば、外枠１１の上枠部１１ａ等にスピーカユニット１８を
配設してもよい。
【０２０７】
　更には、「制御装置」として音声ランプ制御装置１４３を利用したが、例えば表示制御
装置８２５や主制御装置１６２によってスピーカユニット１８の制御を行ってもよい。ま
た、音声ランプ制御装置１４３は必ずしも遊技盤８０や樹脂ベース６０に搭載されている
必要はなく、例えば裏パックユニット１５等に搭載することも可能である。
【０２０８】
　（ｂ１）上記実施の形態では、「軸部」としての軸体３６４が鉛直方向に延びる構成と
したが、これに限定されるものではない。例えば、軸体が鉛直方向とは異なる方向に延び
る構成とすることも可能である。但し、このような変更を行った場合、前面扉１４や内枠
１３の開閉時の作業負荷が大きくなったり、軸体に生じる負荷が大きくなったりすると想
定される。これは、軸体の変形を招来する要因となり得る。故に、望ましくは、軸体は鉛
直方向に延びる構成とすることが好ましい。
【０２０９】
　また、軸体３６４は必ずしも柱状である必要は無く、例えば外枠金具３１０の軸受け部
３１３に挿通される部分と、前扉金具４１０の軸受け部４１３に挿通される部分とが、ク
ランク状に繋げる構成としてもよい。これにより、前面扉１４の回動中心と内枠１３の回
動中心とをずらすことができる。
【０２１０】
　更には、軸体３６４を円柱状としたが、矩形の角柱等の断面非円形の軸を使用してもよ
い。例えば、角柱を用いる場合には、その断面形状において、一辺の長さを開放部３１４
，４１４の幅と同程度とし、別の辺の長さを軸受け部３１３，４１３の孔径と同程度とす
ることにより、軸体と軸受け部との係合に方向性を持たせる構造とすればよい。
【０２１１】
　（ｂ２）上記実施の形態では、軸体３６４を「本体側上支持部」としての対向部３６２
と、「本体側下支持部」としての対向部３６３とは別体で形成したが、これら軸体３６４
及び対向部３６２，３６３を一体成形することも可能である。
【０２１２】
　（ｂ３）上記実施の形態では、軸体３６４の中間部位に各軸受け部３１３，４１３を組
み合わせるための１の小径部３６５を設けたが、小径部を個々の軸受け部３１３，４１３
に個別に対応させて設けてもよい。但し、このような変更を行った場合には、内枠金具３
６０の厚みが嵩み、上側支持機構部３０１の占有領域が無駄に拡張されると想定される。
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これは、支持機構３００と遊技盤８０等の各種遊技部品との共存を難しく要因となり得る
ため好ましくない。特に、支持機構３００大型化により、遊技領域ＰＥの拡張が制限され
ることは好ましくない。故に、小径部については両軸受け部３１３，４１３で共用するこ
とが好ましい。
【０２１３】
　（ｂ４）上記実施の形態では、「本体側上支持部」としての対向部３６２と、「本体側
上支持部」としての対向部３６３とに跨るようにして「取付部」としてのベース部３６１
を設けたが、これに限定されるものではない。例えば、上側の対向部３６２用の取付部と
下側の対向部３６３用の取付部とを別個独立して設けてもよい。
【０２１４】
　但し、このような変更を行った場合には、内枠金具３６０の占有領域が拡がるだけでな
く、同内枠金具３６０の組付作業時の工程数が無駄に増加すると想定される。故に、望ま
しくは、上記実施の形態に示したベース部３６１のように、両対向部３６２，３６３に跨
っている部分に「取付部」としての機能を付与するとよい。
【０２１５】
　（ｂ５）上記実施の形態では、「規制部材」としてのスペーサ部材４６０によって外枠
１１に対する内枠１３の浮き上がりと、内枠１３に対する前面扉１４の浮き上がりとを規
制する構成としたが、これに限定されるものではない。例えば、スペーサ部材によって外
枠１１に対する内枠１３の浮き上がりと内枠１３に対する前面扉１４の浮き上がりとのう
ち一方を規制する構成とすることも可能である。更には、同スペーサ部材を省略し、外枠
１１に対する内枠１３の浮き上がりと、内枠１３に対する前面扉１４の浮き上がりとを許
容する構成としてもよい。
【０２１６】
　また、内枠１３及び前面扉１４を閉じた状態でのスペーサ部材４６０を装着を許容する
構成としたが、内枠１３及び前面扉１４のうち少なくともいずれか一方を開放した状態で
のみ、同スペーサ部材４６０の着脱を許容する構成としてもよい。
【０２１７】
　（ｂ６）上記実施の形態では、スペーサ部材４６０が外枠金具３１０の延出部３１２と
前扉金具４１０の挿通部４１１との両者にし軸体３６４の小径部３６５側から当接する構
成としたが、これに限定されるものではない。例えば、外枠金具３１０の延出部３１２と
前扉金具４１０の挿通部４１１との少なくとも一方に対して、所定の隙間を隔てて対向す
る構成とすることも可能である。但し、このような変更を行った場合、スペーサ部材４６
０に付与された各金具３１０，３６０，４１０の撓み抑制機能が消失することとなる。故
に、望ましくは、スペーサ部材４６０を延出部３１２及び挿通部４１１に当接させるとよ
い。
【０２１８】
　（ｂ７）上記実施の形態では、「本体側上支持部」としての対向部３６２及び「本体側
下支持部」としての対向部３６３を平板状に形成したが、これに限定されるものではない
。これら対向部に関しては、外枠金具３１０の延出部３１２によって支持される機能、及
び前扉金具４１０の挿通部４１１を支持する機能を付与されるとともに、「軸部」として
の軸体３６４によって連結されるものであれば足り、それらの形状については任意である
。
【０２１９】
　（ｂ８）上記実施の形態では、上下の対向部３６２，３６３を軸体３６４に対して直交
させる構成としたが、これら各対向部３６２，３６３は軸体３６４に対して必ずしも直交
させる必要は無い。但し、対向部３６２，３６３と軸体３６４とが直交しない構成を採用
した場合、軸体３６４に生じる負荷が増大すると想定される。これは、支持機構３００に
よる、内枠１３及び前面扉１４の開閉機能を低下させる要因となり得るため好ましくない
。故に、望ましくは、対向部３６２，３６３は、軸体３６４に対して直交する構成とする
とよい。
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【０２２０】
　（ｂ９）上記実施の形態では、内枠１３に対して前面扉１４を閉じた状態にて前扉金具
４１０の開放部４１４がパチンコ機１０の前方を向く構成としたが、開放部４１４の向き
は前面扉１４が所定位置まで開放された場合に、同前面扉１４の内枠１３からの取り外し
が許容されるのであれば任意に設定してよい。但し、前面扉１４が内枠１３に対して遊技
機前方から組み付けられている点に着目すれば、同開放部４１４は少なくとも遊技機にお
ける前側を向いていることが好ましい。これにより、前面扉１４の取り外し阻止機能を内
枠１３に付与することが可能となり、実用上好ましい構成を実現できる。
【０２２１】
　（ｂ１０）上記実施の形態に示した上側支持機構部３０１の構成を下側支持機構部３０
２に適用することも可能である。
【０２２２】
　また、支持機構３００を個別に設けられた上側支持機構部３０１及び下側支持機構部３
０２によって構成したが、これら上側支持機構部３０１及び下側支持機構部３０２を一体
化することも可能である。但し、このような変更を行った場合には、支持機構３００の占
有領域が無駄に拡張されると想定される。故に、望ましくは、上記実施の形態に示したよ
うに支持機構３００を独立して設けられた複数の支持部によって構成するとよい。
【０２２３】
　（ｂ１１）上記実施の形態では、軸体３６４が上側の対向部３６２及び下側の対向部３
６３に跨って延びる構成としたが、軸体を上下に２分することも可能である。つまり、上
側の対向部３６２から下側に起立する軸体と、下側の対向部３６３から上側に起立する軸
体とを個別に設けることも可能である。但し、このような変更を行った場合、対向部３６
２，３６３等の撓み変形等をベース部３６１との連結部分によって支える必要が生じる。
これは、内枠金具３６０の強度が低下する要因となり得、結果として内枠１３や前面扉１
４の開閉機能が低下すると想定される。故に、望ましくは、軸体によって両対向部３６２
，３６３を繋ぐ構成とするとよい。
【０２２４】
　（ｂ１２）上記実施の形態では、外枠１１の外枠金具３１０，３３０を同外枠１１とは
別体で形成したが、これに限定されるものではない。例えば、外枠１１を金属製又は合成
樹脂製とする場合、外枠と外枠金具とを一体成形することも可能である。これと同様に、
内枠金具３６０，３８０や前扉金具４１０，４３０についてもそれぞれの配設対象と一体
成形するとも可能である。
【０２２５】
　（ｃ１）上記実施の形態とは異なる他のタイプのパチンコ機等、例えば特別装置の特定
領域に遊技球が入ると電動役物が所定回数開放するパチンコ機や、特別装置の特定領域に
遊技球が入ると権利が発生して大当たりとなるパチンコ機、他の役物を備えたパチンコ機
、アレンジボール機、雀球等の遊技機にも、本発明を適用できる。
【０２２６】
　更に、外枠に開閉可能に支持された遊技機本体に貯留部及び取込装置を備え、貯留部に
貯留されている所定数の遊技球が取込装置により取り込まれた後にスタートレバーが操作
されることによりリールの回転を開始する、パチンコ機とスロットマシンとが融合された
遊技機にも本発明を適用できる。
【０２２７】
　＜上記実施の形態から抽出される発明群について＞
　以下、上述した実施の形態から抽出される発明群の特徴について、必要に応じて効果等
を示しつつ説明する。なお以下においては、理解の容易のため、上記実施の形態において
対応する構成を括弧書き等で適宜示すが、この括弧書き等で示した具体的構成に限定され
るものではない。
【０２２８】
　なお、下記の特徴群に記載された発明は、「パチンコ機等の遊技機には、遊技ホール等
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の島設備に固定される外枠と、同外枠によって開閉可能に支持されている遊技機本体とを
備えているものがある。遊技機本体の前方には前面扉が配置されており、同前面扉によっ
て遊技機本体が覆われている。また、遊技機本体は制御装置等の遊技に関する各種構成が
本体枠に搭載されてなり、前面扉によって上記遊技に関する各種構成を覆うことにより、
同構成に対する不正なアクセスを抑制し、遊技機における防犯性の向上が図られている。
上述の如く前面扉を有する遊技機においては同前面扉を開閉可能とすることが一般的であ
り、遊技機のメンテナンス時に前面扉を取り外すことなく作業を行うことが可能となって
いることが多い。これにより、上述した防犯性の向上とメンテナンス作業等の容易化とが
両立されている（例えば特許文献１参照）。」という背景技術について、「しかしながら
、前面扉を開閉可能な構成を採用した場合、上記効果を享受することができる反面、以下
の不都合が生じ得る。つまり、例えば遊技機が島設備に設置されている状態にて前面扉が
開放された際に、同前面扉が当該遊技機に隣接する他の遊技機に干渉した場合には前面扉
が破損する可能性がある。また、仮に干渉が発生しない場合であっても、前面扉が他の遊
技機の前方に張り出すことでそれら他の遊技機における遊技が困難となり円滑な遊技進行
が妨げられると懸念される。このように、前面扉を開閉可能とする構成においては、同前
面扉の開閉機能に関しては未だ改善の余地がある。」という発明が解決しようとする課題
をもってなされたものである。
【０２２９】
　特徴Ａ１．外枠（外枠１１）と、
　前記外枠に対して開閉可能に設けられている遊技機本体（内枠１３）と、
　前記遊技機本体の前方に配されているとともに、同遊技機本体に対して開閉可能に設け
られている前面扉（前面扉１４）と、
　前記外枠に設けられ、前記前面扉が開放された場合に同前面扉に対して当接することに
より当該前面扉の開方向への移動を阻止する阻止部（ストッパ部３３５）と
を備えていることを特徴とする遊技機。
【０２３０】
　特徴Ａ１によれば、前面扉を開閉可能とすることにより、同前面扉を取り外すことなく
遊技機本体へアクセス可能となる。これにより、メンテナンス作業等の容易化に貢献する
ことができる。
【０２３１】
　但し、このように前面扉を開閉可能な構成を採用した場合、所定の設置箇所（遊技ホー
ルの島設備等）に遊技機が設置されている状態にて前面扉が大きく開放されると、例えば
当該遊技機に隣接する他の遊技機等に同前面扉が干渉するといった不都合が生じ得る。こ
のような干渉の発生は、前面扉の機能担保及び外観保護の観点から好ましくない。また、
前面扉が開放されて隣接する遊技機の前方に張り出した場合には、同隣接する遊技機での
遊技が難しくなると想定される。これは、円滑な遊技進行を妨げる要因となり得る。この
点、阻止部によって前面扉の過度な開放を抑えることができれば、上記各種不都合の発生
を抑制することができる。例えば、阻止部を、前面扉開放時に同前面扉が移動する経路上
に配するとよい。
【０２３２】
　本特徴においては特に、阻止部を外枠に設けたことで、同阻止部に相当する構成を遊技
機本体に設ける場合と比較して以下の効果が期待できる。仮に遊技機本体に阻止部に相当
する構成を設けた場合には、外枠に対して遊技機本体が開放されている状態で更に前面扉
が開放されることで前面扉の開放量に遊技機本体の開放量が上乗せされ前面扉の変位量が
過度に大きくなり得る。これは、上記干渉等の不都合が発生しやすくなる要因となり得る
ため好ましくない。一方、このような開放量の上乗せを考慮して前面扉の最大開放量が小
さくなるように阻止部を設けることは、前面扉を開放して行われるメンテナンス作業等を
行いにくくする要因となり得る。このため、前面扉を開放可能な構成を採用することによ
るメリットを享受しにくくなると懸念される。この点、本特徴に示すように阻止部を外枠
に設ける構成とすれば、遊技機本体の開放の影響を抑えることができ、上記不都合の発生
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を抑制することができる。故に、前面扉を開閉可能な構成を採用してメンテナンス作業の
容易化を図りつつ、それによって生じる周辺機器（例えば隣り合う遊技機）との干渉等の
各種不都合を抑えることができ、前面扉の開閉機能を好適なものとすることができる。
【０２３３】
　なお、本特徴に示した技術的思想を、遊技機本体が外枠によって回動可能に支持されて
いるとともに、前面扉が遊技機本体の回動基端側にて同遊技機本体により回動可能に支持
されている構成に適用するとよい。更には、遊技機本体の回動中心軸線と前面扉の回動中
心軸線とが同一直線上に位置する構成とすることが望ましい。
【０２３４】
　特徴Ａ２．前記外枠に対する前記遊技機本体の開閉を許容した状態で同遊技機本体を支
持するとともに、前記遊技機本体に対する前記前面扉の開閉を許容した状態で同前面扉を
支持する支持機構（支持機構３００）を備え、
　前記支持機構は、前記外枠に設けられた外枠側構成体（外枠金具３３０）を有し、
　前記阻止部は、前記外枠側構成体に設けられていることを特徴とする特徴Ａ１に記載の
遊技機。
【０２３５】
　特徴Ａ２に示すように支持機構によって遊技機本体や前面扉を支持する場合には、同支
持機構の強度確保が必要となる。このように強度確保が必要となる構成、詳しくは外枠側
構成体に阻止部を設けることにより、同阻止部の占有領域の拡がりを抑えつつ当該阻止部
の強度向上を実現することができる。
【０２３６】
　特徴Ａ３．前記支持機構は、
　前記遊技機本体に設けられ、前記外枠側構成体によって支持されている本体側構成体（
内枠金具３８０）と、
　前記前面扉に設けられ、前記本体側構成体によって支持されている扉側構成体（前扉金
具４３０）と
を有し、
　前記扉側構成体には、前記前面扉が開放された場合に前記阻止部に当接する扉側当接部
（フランジ部４３５）が設けられていることを特徴とする特徴Ａ２に記載の遊技機。
【０２３７】
　特徴Ａ３に示すように扉側構成体を用いて前面扉を支える構成においては、同扉側構成
体の強度確保が必要となる。このように強度確保が必要となる部材に扉側当接部を設ける
ことにより、同扉側当接部の占有領域の拡がりを抑えつつ当該扉側当接部の強度向上を実
現することができる。
【０２３８】
　特徴Ａ４．前記本体側構成体は、前記阻止部において前記扉側当接部が当接する部位と
は反対側となる部位に対向する対向部（壁面部３８８ｂ）を有していることを特徴とする
特徴Ａ３に記載の遊技機。
【０２３９】
　特徴Ａ４によれば、本体側構成体に阻止部のバックアップ機能を付与することができる
。例えばメンテナンス時等に前面扉が力任せに開放された場合等には、扉側当接部が阻止
部に対して勢いよく衝突し、扉側当接部によって押されることにより阻止部が対向部側に
変形し得る。この際、阻止部が対向部に当たると、阻止部に生じる負荷の一部が本体側構
成体に伝わることとなる。本体側構成体についても外枠側構成体と同様にある程度の強度
が確保されている部材であるため、当該本体側構成体に伝わった負荷が、遊技機本体側に
て好適に分散される。これにより、阻止部を好適に保護することができる。
【０２４０】
　なお、対向部と阻止部とが隙間を隔てて対向する構成を採用した場合には、併せて以下
の構成を採用することが好ましい。すなわち、同隙間を利用して阻止部の弾性変形を許容
しつつ、対向部によって阻止部の塑性変形を抑える構成を採用するとよい。
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【０２４１】
　特徴Ａ５．前記本体側構成体及び前記扉側構成体の何れか一方は軸部（小径部３８５）
を有するとともに、他方はその軸部が挿通される軸受け部（軸受け部４３３）を有し、
　前記前面扉は、前記軸部を中心に回動可能となっており、
　前記扉側構成体は、前記前面扉に対する取付部（取付部４３２）を有し、
　前記扉側当接部は、前記回動中心を挟んで前記取付部とは反対側となる位置に配されて
いることを特徴とする特徴Ａ３又は特徴Ａ４に記載の遊技機。
【０２４２】
　特徴Ａ５によれば、前面扉を開放側へ向けて回動させると、外枠側構成体の阻止部に対
して扉側構成体の扉側当接部が当接することにより、それ以上の開放が阻止される。
【０２４３】
　本特徴においては特に、扉側当接部を、軸部を挟んで取付部とは反対側となる位置に配
したことにより、扉側当接部が阻止部に当接することによって生じる負荷（詳しくは衝撃
）を抑えることができる。具体的には、上記衝撃における前面扉の重量の影響を抑え、同
衝撃を緩和することができる。これにより、阻止部や扉側当接部を保護し、特徴Ａ１等に
示した阻止機能を好適に維持することが可能となる。
【０２４４】
　特徴Ａ６．前記本体側構成体は、前記遊技機本体が開放された場合に、前記阻止部に対
して当接する本体側当接部（壁面部３８８ａ）を有し、
　前記阻止部は、当該阻止部に対して前記本体側当接部が当接することにより、前記遊技
機本体の開方向への移動を阻止することを特徴とする特徴Ａ３乃至特徴Ａ５のいずれか１
つに記載の遊技機。
【０２４５】
　特徴Ａ１等に示したように阻止部によって前面扉の開放制限を行う構成においては、前
面扉を開放した状態で遊技機本体を開放した場合に遊技機本体の開方向への移動が前面扉
に当たることで阻止されると想定される。しかしながら、このように遊技機本体の開放が
前面扉によって阻止されると、遊技機本体が前面扉に衝突することで同前面扉や遊技機本
体の変形や破損等が生じやすくなると懸念される。この点、本特徴に示すように、阻止部
によって遊技機本体の開放を阻止する構成とすれば、遊技機本体と前面扉との衝突を抑制
し、上記破損等の発生を抑えることができる。
【０２４６】
　また、前面扉や遊技機本体の開放量を制限する構成においては、阻止部にある程度の強
度を付与することが好ましいが、強度向上のために阻止部の占有領域が拡がることは好ま
しくない。この点、本特徴に示すように、強度が要求される阻止部を前面扉及び遊技機本
体の開放制限に併用することで、阻止部の強度確保に伴う占有領域の拡がりを抑え、同阻
止部の省スペース化に貢献することができる。
【０２４７】
　特徴Ａ７．前記外枠側構成体は、前記本体側構成体が載置される載置部（ベース部３３
１）を有し、
　前記阻止部は、前記載置部から起立しており、
　前記本体側当接部は、前記扉側当接部よりも前記載置部寄りとなる位置にて前記阻止部
に当接するように形成されていることを特徴とする特徴Ａ６に記載の遊技機。
【０２４８】
　前面扉が遊技機本体の本体側構成体によって支持されている構成においては、前面扉を
閉じた状態にて遊技機本体の開放が阻止された場合に阻止部等に生じる負荷が、前面扉の
開放が阻止された場合に阻止部等に生じる負荷よりも大きくなると想定される。そこで、
本特徴に示すように本体側当接部が阻止部において扉側当接部よりも載置部寄りとなる位
置にて同阻止部に当接する構成を採用すれば、前面扉や遊技機本体の開放阻止時に生じる
負荷によって阻止部が破損等することを好適に抑制することができる。これにより、阻止
機能の担保に貢献できる。
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【０２４９】
　特徴Ａ８．前記阻止部、前記本体側当接部及び前記扉側当接部は、それら阻止部及び扉
側当接部によって定められる前記前面扉の開放量が、前記阻止部及び前記本体側当接部に
よって定められる前記遊技機本体の開放量よりも大きくなるように構成されていることを
特徴とする特徴Ａ６又は特徴Ａ７に記載の遊技機。
【０２５０】
　特徴Ａ８によれば、前面扉が開放されている状態にて遊技機本体が開放され、同遊技機
本体と前面扉が当たった場合であっても、その衝撃を前面扉の開方向への移動を許容する
ことで緩和することができる。特に遊技機本体に押されて同遊技機本体及び前面扉の両者
が開放限界位置へと移動した場合であっても、前面扉が阻止部と遊技機本体とによって挟
まれることを回避し、上記衝撃の発生を好適に抑制することができる。
【０２５１】
　また、前面扉及び遊技機本体の両者を開放している状態にて遊技機本体が更に開放され
、同遊技機本体が開放限界位置まで移動された場合であっても、前面扉が阻止部によって
遊技機本体に対する閉位置へ押されることを回避できる。つまり、遊技機本体を開放限界
位置へ移動させた場合に、作業者の意図に反して前面扉が閉じることを回避できる。これ
により、例えば遊技機本体を開放限界位置へ移動させた際に遊技機本体と前面扉との間に
配線等が挟まるといった不都合を生じにくくすることができる。
【０２５２】
　特徴Ａ７との組み合わせにおいては特に、前面扉を遊技機本体に対して閉じた状態で同
遊技機本体を開放した場合には、本体側当接部が阻止部に対して当接することとなる。こ
れにより、特徴Ａ７に示した効果を好適に享受することができる。
【０２５３】
　特徴Ａ９．前記遊技機本体は、
　絵柄を可変表示する絵柄表示装置（図柄表示装置９４）と、
　前記絵柄表示装置を制御する制御装置（表示制御装置８２５等）と、
　それら絵柄表示装置及び制御装置を背面側から覆う背面カバー（裏パックユニット１５
）と、
　前記背面カバーに設けられ、遊技媒体の払い出しを行う払出機構部（払出機構部２０２
）と
を有していることを特徴とする特徴Ａ６乃至特徴Ａ８のいずれか１つに記載の遊技機。
【０２５４】
　特徴Ａ９に示すように遊技機本体に遊技機における主たる構成が設けられている場合に
は、遊技機本体の重量が嵩み、前面扉と比較して重くなると想定される。このため、前面
扉（詳しくは扉側当接部）が阻止部に当たった場合と遊技機本体（詳しくは本体側当接部
）が阻止部に当たった場合とを比較すれば後者にて発生する負荷のほうが大きくなると考
えられる。
【０２５５】
　そこで、このような構成に特徴Ａ６乃至特徴Ａ８に示した技術的思想を適用すれば、以
下の効果が期待できる。つまり、阻止部において遊技機本体が当接する位置を、同阻止部
に対して前面扉が当接する位置と比較して載置部寄りに設定することにより、阻止部の変
形等を抑制し、開放制限機能の低下を抑えることができる。
【０２５６】
　特徴Ａ１０．前記遊技機本体は、前記外枠によって着脱可能に支持されており、
　前記前面扉は、前記遊技機本体によって支持されており、
　前記阻止部とは別に設けられているとともに、前記遊技機本体に配されており、前記前
面扉が開放された場合に同前面扉に対して当接することにより当該前面扉の開方向への移
動を阻止する扉本体間阻止部を備え、
　前記阻止部によって定められる前記前面扉の開放量は、前記扉本体間阻止部によって定
められる同前面扉の開放量よりも小さく設定されていることを特徴とする特徴Ａ１乃至特
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徴Ａ９のいずれか１つに記載の遊技機。
【０２５７】
　特徴Ａ１０によれば、遊技機本体を外枠に対して着脱可能とすることにより、遊技機の
輸送やメンテンナンス作業等の容易化に貢献することができる。遊技機本体が外枠に取り
付けられている場合には、阻止部によって前面扉の開放が制限される。但し、特徴Ａ１に
示したように、阻止部は外枠に設けられているため、遊技機本体を外枠から取り外してい
る場合には、同阻止部による前面扉の開放制限が無効となる。そこで、本特徴においては
、遊技機本体を外枠から取り外した場合には、扉本体間阻止部によって前面扉の開放が制
限される構成とした。これにより、前面扉等の保護を図ることができる。
【０２５８】
　特に、遊技機本体を外枠に取り付けている場合には、阻止部による阻止機能が扉本体間
阻止部の阻止機能に対して優先される。これにより、遊技機本体のおかれた状況に応じて
阻止機能を発揮させることができる。
【０２５９】
　なお、本特徴においては特徴Ａ１等に示した[阻止部]を「外枠側阻止部」と称すること
も可能である。
【０２６０】
　特徴Ａ１１．外枠（外枠１１）と、
　前記外枠によって開閉可能に支持されている遊技機本体（内枠１３）と、
　前記遊技機本体を遊技機前方から覆う前面扉（前面扉１４）と、
　前記外枠に設けられている電気機器（スピーカユニット１８）と、
　前記遊技機本体に設けられているとともに前記電気機器に配線接続され、同電気機器を
制御する制御装置（音声ランプ制御装置１４３）と、
　前記外枠に設けられ、前記遊技機本体が開放された場合に同遊技機本体に対して当接す
ることにより当該遊技機本体の開方向への移動を阻止する阻止部（ストッパ部３３５）と
を備えていることを特徴とする遊技機。
【０２６１】
　特徴Ａ１１に示すように、電気機器（例えばランプ部やスピーカ）を外枠に設けるとと
もに、遊技機本体の制御装置によって同電気機器を制御する構成においては、以下の点を
考慮することが望ましい。つまり、電気機器と制御装置とを接続する配線に、外枠と遊技
機本体との相対位置の変化を考慮して、配線の長さに余裕代を付与することが望ましい。
但し、この余裕代が過度に大きくなることは配線の引っ掛かり等を招来し、断線等の不都
合が生じやすくなる要因になると想定されるため好ましくない。この点、本特徴に示すよ
うに阻止部によって遊技機本体の開放量を制限する構成とすれば、上記配線の余裕代が無
駄に大きくなることを抑制することができ、上記不都合の発生を抑えることができる。こ
れにより、本来遊技機本体に設けられることが多い電気機器の外枠への移設を促進し、同
遊技機本体の軽量化に貢献することができる。このように遊技機本体の軽量化を図ること
は、阻止部を用いて遊技機本体の開放を阻止する構成において同阻止部に生じる負荷の抑
制に効果的であると考えられる。
【０２６２】
　なお、外枠が遊技機本体よりも下側となる部位に設けられた幕板部（幕板１７）を有す
る構成に本特徴に示した技術的思想を適用する場合には、以下の点に配慮するとよい。す
なわち、同幕板部の後方領域は遊技機本体が位置することが困難なデッドスペースとなり
得る。そこで、上記電気機器をこのデッドスペースに配設する構成とすれば、幕板部の後
方領域を有効利用でき実用上好ましい構成を実現できる。
【０２６３】
　特徴Ａ１２．外枠（外枠１１）と、
　前記外枠に対して開閉可能に設けられている遊技機本体（内枠１３）と、
　前記遊技機本体の前方に配されているとともに、同遊技機本体に対して開閉可能に設け
られている前面扉（前面扉１４）と、
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　前記遊技機本体を支持するとともに、前記前面扉を支持する支持機構（支持機構３００
）と
を備え、
　前記支持機構は、
　前記外枠に設けられた外枠側支持プレート（外枠金具３３０）と、
　前記遊技機本体に設けられているとともに、前記外枠側支持プレートの上方に配置され
、同外枠側支持プレートによって支持されている本体側支持プレート（内枠金具３８０）
と、
　前記前面扉に設けられているとともに前記本体側支持プレートの上方に配置され、同本
体側支持プレートによって支持されている前面扉側支持プレート（前扉金具４３０）と、
　前記外枠側支持プレートから上方に延びる軸部（軸ピン３３３や小径部３８５）と、
　前記本体側支持プレート及び前記前面扉側支持プレートに設けられ、前記軸部が挿通さ
れる挿通部（軸受け部３８６，４３３）と
を有し、
　前記各挿通部に前記軸部が嵌まることにより、前記外枠に対する前記遊技機本体の開閉
が許容された状態で同遊技機本体が支持されているとともに、前記遊技機本体に対する前
記前面扉の開閉が許容された状態で同前面扉が支持されており、
　前記外枠側支持プレートは、上方に起立する起立部（ストッパ部３３５）が設けられて
おり、
　前記外枠に対して前記遊技機本体が開放された場合には、前記起立部に対して前記本体
側支持プレートが当接することにより同遊技機本体の開方向への移動が阻止され、前記遊
技機本体に対して前記前面扉が開放された場合には、前記起立部に対して前記前面扉側支
持プレートが当接することにより同前面扉の開方向への移動が阻止されることを特徴とす
る遊技機。
【０２６４】
　本特徴によれば、特徴Ａ１乃至特徴Ａ１１に示した技術的思想を好適に実現することが
できる。なお、本特徴に示す「起立部」を特徴Ａ１等に示した「阻止部」と同一のものと
してもよい。
【０２６５】
　特徴Ｂ１．外枠（外枠１１）と、
　前記外枠に対して支持機構（支持機構３００）によって回動可能に支持されている遊技
機本体（内枠１３）と、
　前記遊技機本体の前面側に配置され、前記遊技機本体に対して前記支持機構によって回
動可能に支持されている前面扉（前面扉１４）と
を備え、
　前記支持機構は、
　前記遊技機本体に設けられ、上下に互いに離間して設けられた本体側上支持部（上側内
枠金具３６０の対向部３６２）及び本体側下支持部（上側内枠金具３６０の対向部３６３
）と、
　前記外枠に設けられ、前記本体側上支持部及び本体側下支持部の間にて前記本体側上支
持部に下側から当接する外枠側支持部（上側外枠金具３１０の延出部３１２）と、
　前記前面扉に設けられ、前記本体側上支持部及び本体側下支持部の間にて前記本体側下
支持部に上側から当接する扉側支持部（上側前扉金具４１０の挿通部４１１）と、
　前記外枠側支持部及び前記扉側支持部にそれぞれ形成され、上下方向へ延びる軸が挿通
可能な外枠側軸孔（軸受け部３１３）及び扉側軸孔（軸受け部４１３）と、
　上下方向へ延びるとともに前記本体側上支持部に上端側が前記本体側下支持部に下端側
がそれぞれ固定され、前記両軸孔に挿通されることにより前記外枠側支持部及び前記扉側
支持部を前記本体側支持部に対してそれぞれ相対回動可能に支持する軸部（軸体３６４）
と
を備えていることを特徴とする遊技機。
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【０２６６】
　特徴Ｂ１に示すように支持機構によって遊技機本体や前面扉を支えるとともにそれら遊
技機本体や前面扉の回動中心を定める構成においては、遊技機本体や前面扉の自重等によ
って支持機構が変形した場合に、それら遊技機本体や前面扉の位置精度が低下すると想定
される。仮にこのような位置精度の低下が生じると、外枠と遊技機本体との隙間や遊技機
本体と前面扉との隙間が拡がる等して防犯機能が低下するといった不都合が生じ得る。特
に、支持機構のうち遊技機本体に設けられている構成（以下便宜上、本体側構成体と称す
る）に変形等が生じると、遊技機本体の開閉機能及び前面扉の開閉機能の両者に影響がお
よびやすくなると懸念される。
【０２６７】
　そこで、本特徴においては、遊技機本体に両軸孔に挿通されることにより外枠側支持部
及び扉側支持部を本体側支持部に対してそれぞれ相対回動可能に支持する軸部を設け、そ
の軸部の上端側を本体側上支持部に固定するとともに、当該軸部の下端側を本体側下支持
部に固定する構成とした。これにより、軸部の補強を図るだけでなく、両本体側支持部の
補強を図り、支持機構のうち遊技機本体に設けられている構成の強度向上を実現している
。故に、遊技機本体の開閉機能及び前面扉の開閉機能を好適なものとすることができる。
【０２６８】
　特徴Ｂ２．前記遊技機本体に取り付けられているとともに前記軸部と並行して配置され
ている取付部（ベース部３６１）を備え、
　前記取付部に前記本体側上支持部及び前記本体側下支持部が一体的に設けられているこ
とを特徴とする特徴Ｂ１に記載の遊技機。
【０２６９】
　特徴Ｂ１に示したように本体側上支持部と本体側下支持部とを個別に有する構成を採用
した場合、それら本体側上支持部及び本体側下支持部に対してなるべく近い位置で遊技機
本体への取り付けを行うことにより、各本体側支持部の変形を好適に抑えることができる
。但し、本体側上支持部と本体側下支持部とが個別に設けられている構成においては、そ
れら各本体側支持部に個々に対応させて取付部を設けた場合、本体側構成体の占有領域の
拡張や、作業工程の増加等が生じ得る。
【０２７０】
　そこで、本特徴に示すように取付部を軸部と並行して配置するとともに両本体側支持部
と一体的に設ける構成とすれば、本体側構成体の取付部を本体上支持部及び本体側下支持
部の強度向上に併用することが可能となり、上記各種不都合を好適に払拭することができ
る。
【０２７１】
　更には、両本体側支持部，軸部，取付部によって本体側構成体に環状部位が形成される
ことで、両本体側支持部の間に形成される隙間を他の支持機構構成体（詳しくは外枠側支
持部や扉側支持部）との組み合わせを行う領域として活用しつつ、本体側構成体の強度を
好適に向上させることが可能となっている。
【０２７２】
　特徴Ｂ３．前記本体側上支持部と前記本体側下支持部との間において、前記軸部の中間
部が小径部（小径部３６５）とされるとともにその小径部の上下両端側が当該小径部より
も大径となる大径部（大径部３６６Ｕ，３６６Ｌ）とされており、
　前記外枠側支持部及び前記扉側支持部には、前記外枠側軸孔及び前記扉側軸孔に前記軸
部を導入する導入通路（開放部３１４，４１４）がそれぞれ形成されており、
　前記各導入通路における通路幅の最小値が前記小径部よりも大きくかつ前記大径部より
も小さくなるように設定されていることを特徴とする特徴Ｂ１又は特徴Ｂ２に記載の遊技
機。
【０２７３】
　特徴Ｂ１等に示したように本体側支持部と本体側被支持部とを軸部によって繋ぐ構成を
採用した場合には、本体側支持機構構成体の強度向上に基づく上記各種効果を享受するこ
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とができる反面、軸部と軸孔との組み付け作業の容易化と、軸部と軸受け部との外れ防止
とを両立することが困難になり得る。そこで、本特徴に示すように小径部及び大径部と導
入通路とを併用すれば、そのような不都合を好適に払拭することができる。
【０２７４】
　また、本特徴においては、小径部（導入位置）を外枠側支持部の組み付け及び扉側支持
部の組み付けに共用することで、軸部の必要長さ、特に強度が低くなりがちな小径部を短
くすることができ、軸部ひいては本体側構成体全体での強度向上に貢献できる。
【０２７５】
　特徴Ｂ４．前記外枠側軸孔及び前記扉側軸孔が前記小径部の高さ位置に移動することを
規制する規制部材（スペーサ部材４６０）を備えていることを特徴とする特徴Ｂ３に記載
の遊技機。
【０２７６】
　特徴Ｂ４によれば、規制部材によって外枠側軸孔及び扉側軸孔が小径部の高さ位置に移
動することを規制することにより、それら軸孔が小径部に達して前面扉や遊技機本体の支
持状態が解除されることを回避することができる。
【０２７７】
　特徴Ｂ５．前記規制部材は、前記外枠側支持部及び前記扉側支持部の間で前記軸部を囲
むように取り付けられており、その上下が前記外枠側支持部及び前記扉側支持部に当接す
ることにより前記移動を規制するものであることを特徴とする特徴Ｂ４に記載の遊技機。
【０２７８】
　特徴Ｂ４に示した技術的思想を実現するには、本特徴に示す構成を採用するとよい。こ
れにより、実用上好ましい構成を実現できる。
【０２７９】
　特徴Ｂ６．前記支持機構は、前記前面扉に設けられているとともに前記扉側支持部を有
する扉側金具（前扉金具４１０）を有し、
　前記扉側金具には、前記軸部を中心として前記前面扉が前記遊技機本体に対する閉位置
へ移動することにより前記両本体側支持部の間に挿通される挿通部（例えば取付部４１２
）が形成されており、
　前記挿通部が前記外枠側支持部又は前記本体側上支持部に対して下側から当接すること
により、前記前面扉の上方への移動が規制されることを特徴とする特徴Ｂ３乃至特徴Ｂ５
のいずれか１つに記載の遊技機。
【０２８０】
　特徴Ｂ６によれば、導入通路が小径部の高さ位置に移動することを規制することが可能
となる。このように、予めある程度の強度が確保されている金具に上記規制機能を付与す
ることで、構造の簡素化を図りつつ、同規制機能を好適に発揮させることができる。
【０２８１】
　特徴Ｂ２との組み合わせにおいては特に、挿入部が前記両本体側支持部，軸部，取付部
によって囲まれた領域に挿入される構成とすることが好ましい。これにより、挿通部が外
枠側支持部又は本体側上支持部に対して当接した際に生じる負荷を、本体側構成体にて好
適に分散させることができ、軸部や各本体側支持部の変形を抑えることができる。
【０２８２】
　特徴Ｂ７．前記軸部は、前記扉側支持部の前記導入通路と前記遊技機本体との間に配置
されていることを特徴とする特徴Ｂ３乃至特徴Ｂ６のいずれか１つに記載の遊技機。
【０２８３】
　特徴Ｂ３等に示したように軸部を扉側軸孔に導入する導入通路を有する構成を採用した
場合、前面扉が上方に持ち上げられて導入部通路が小径部の高さ位置に移動することによ
り、前面扉を開放することなく（すなわち遊技機本体に対して閉じたまま）軸部が扉側軸
孔から離脱し得る。仮にこのような行為が行われると、前面扉と遊技機本体との隙間を目
立たないようにして拡張されやすくなると想定される。これは、同隙間を通じた不正具等
の挿入が容易化になるだけでなく、同不正行為を発見することが困難となり得るため好ま
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しくない。
【０２８４】
　この点、前面扉に軸孔が設けられている構成にて本特徴に示すように導入通路，軸部，
遊技機本体の位置関係を工夫すれば、そのような不都合の発生を好適に抑制することがで
きる。すなわち、前面扉が遊技機本体に対して閉じた状態で前面扉が後方に押された場合
には遊技機本体によって同前面扉の移動が妨げられ、前面扉が前方に引っ張られた場合に
は軸部によって同前面扉の移動が妨げられることとなる。つまり、前面扉を遊技機本体に
対して閉じた状態のまま軸部から軸孔を離脱させることが困難になる。これにより、上記
離脱を阻止するための別途構成の追加を抑制しつつ、前面扉を閉じたまま上記隙間を拡張
するといった行為を難しくすることができ、防犯機能の向上に貢献できる。
【０２８５】
　例えば、前記扉側支持部の前記導入通路を、前記前面扉が前記遊技機本体に閉じている
状態にて遊技機正面側を向くように形成するとよい。
【０２８６】
　特徴Ｂ８．枠体（内枠１３）と、
　前記枠体の前方に配されている扉体（前面扉１４）と、
　前記枠体に対する前記扉体の開閉を許容した状態で同枠体を支持する支持機構（支持機
構３００）と
を備え、
　前記支持機構は、
　前記枠体に設けられ、軸部（軸体３６４）を有する枠体側構成体（上側内枠金具３６０
）と、
　前記扉体に設けられ、前記軸部が挿通される軸受け部（軸受け部４１３）を有する扉体
側構成体（上側前扉金具４１０）と
を有し、
　前記軸受け部に前記軸部が嵌まることにより、前記扉体が前記軸部を中心として回動可
能となっており、
　前記扉体側構成体は、前記軸部を前記軸受け部に導入する導入通路（開放部４１４）を
有し、
　前記軸部は、前記枠体と前記導入通路との間に配置されていることを特徴とする遊技機
。
【０２８７】
　仮に扉体を開放することなく（すなわち枠体に対して閉じたまま）軸部が軸受け部から
離脱すると、扉体と枠体との隙間を目立たないようにして拡張されやすくなると想定され
る。これは、同隙間を通じた不正具等の挿入が容易化される要因となり得るだけでなく、
同不正行為を発見することが困難となり得るため好ましくない。
【０２８８】
　この点、扉体（詳しくは扉体側構成体）に軸受け部及び導入通路が設けられている構成
にて、本特徴に示すように導入通路，軸部，枠体の位置関係を工夫すれば、そのような不
都合の発生を好適に抑制することができる。すなわち、扉体が枠体に対して閉じた状態で
同扉体が後方に押された場合には枠体によって同扉体の移動が妨げられ、扉体が前方に引
っ張られた場合には軸部によって同扉体の移動が妨げられることとなる。つまり、扉体を
枠体に対して閉じた状態のまま軸部から軸孔を離脱させることが困難になる。これにより
、上記離脱を阻止するための別途構成の追加を抑制しつつ、扉体を閉じたまま上記隙間を
拡張するといった行為を難しくすることができ、防犯機能の向上に貢献できる。例えば、
前記扉側支持部の前記導入通路を、前記扉体が前記枠体に閉じている状態にて遊技機正面
側を向くように形成するとよい。
【０２８９】
　また、扉体側構成体及び枠体側構成体の一方に軸部と軸受け部との離脱を規制とするス
トッパ部を設け、扉体を所定位置へ回動（開放）させることにより同ストッパ部による離
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脱規制を解除する構成を採用することも可能ではある。しかしながら、このような構成を
採用した場合、扉体が無理に動かされることでストッパ部に負荷が集中する可能性がある
。これは、ストッパ部の変形を招来し、上記規制機能を低下させる要因となり得るため好
ましくない。また、ストッパ部の強度を向上すべく、同ストッパ部を大型化することは遊
技機におけるストッパ部の占有領域を拡張する要因となり得るため好ましくない。この点
、本特徴においては、枠体そのものにストッパ部としての機能を付与することでそのよう
な不都合の発生を好適に回避することができる。これにより、防犯機能を好適に向上させ
つつそれに起因した構成の煩雑化を抑制することが可能となり、実用上好ましい構成を実
現できる。
【０２９０】
　特徴Ｂ９．外枠（外枠１１）と、
　前記外枠に対して支持機構（支持機構３００）によって回動可能に支持されている遊技
機本体（内枠１３）と、
　前記遊技機本体の前面側に配置され、前記遊技機本体に対して前記支持機構によって回
動可能に支持されている前面扉（前面扉１４）と
を備え、
　前記支持機構は、遊技機上部に配設された上側支持機構部及び遊技機下部に配設された
下側支持機構部を有してなり、
　前記上側支持機構部及び前記下側支持機構部の一方は、
　前記遊技機本体に設けられ、上下に互いに離間して設けられた本体側上支持部（上側内
枠金具３６０の対向部３６２）及び本体側下支持部（上側内枠金具３６０の対向部３６３
）と、
　前記外枠に設けられ、前記本体側上支持部及び本体側下支持部の間にて前記本体側上支
持部に下側から当接する外枠側支持部（上側外枠金具３１０の延出部３１２）と、
　前記前面扉に設けられ、前記本体側上支持部及び本体側下支持部の間にて前記本体側下
支持部に上側から当接する扉側支持部（上側前扉金具４１０の挿通部４１１）と、
　前記外枠側支持部及び前記扉側支持部にそれぞれ形成され、上下方向へ延びる軸が挿通
可能な外枠側軸孔（軸受け部３１３）及び扉側軸孔（軸受け部４１３）と、
　上下方向へ延びるとともに前記本体側上支持部に上端側が前記本体側下支持部に下端側
がそれぞれ固定され、前記両軸孔に挿通されることにより前記外枠側支持部及び前記扉側
支持部を前記本体側支持部に対してそれぞれ相対回動可能に支持する軸部（軸体３６４）
とを有し、
　前記上側支持機構部及び前記下側支持機構部の他方には、前記外枠に配されているとと
もに前記前面扉が開放された場合に同前面扉に対して当接することにより当該前面扉の開
方向への移動を阻止する阻止部（ストッパ部３３５）が設けられていることを特徴とする
遊技機。
【０２９１】
　特徴Ｂ９に示すように支持機構によって遊技機本体や前面扉を支えるとともにそれら遊
技機本体や前面扉の回動中心を定める構成においては、遊技機本体や前面扉の自重等によ
って支持機構が変形した場合に、それら遊技機本体や前面扉の位置精度が低下すると想定
される。仮にこのような位置精度の低下が生じると、外枠と遊技機本体との隙間や遊技機
本体と前面扉との隙間が拡がる等して防犯機能が低下するといった不都合が生じ得る。特
に、支持機構のうち遊技機本体に設けられている構成（以下便宜上、本体側構成体と称す
る）に変形等が生じると、遊技機本体の開閉機能及び前面扉の開閉機能の両者に影響がお
よびやすくなると懸念される。
【０２９２】
　そこで、本特徴においては、遊技機本体に両軸孔に挿通されることにより外枠側支持部
及び扉側支持部を本体側支持部に対してそれぞれ相対回動可能に支持する軸部を設け、そ
の軸部の上端側を本体側上支持部に固定するとともに、当該軸部の下端側を本体側下支持
部に固定する構成とした。これにより、軸部の補強を図るだけでなく、両本体側支持部の
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補強を図り、支持機構のうち遊技機本体に設けられている構成の強度向上を実現している
。故に、遊技機本体の開閉機能及び前面扉の開閉機能を好適なものとすることができる。
【０２９３】
　また、前面扉を開閉可能とすることにより、同前面扉を取り外すことなく遊技機本体へ
アクセス可能となる。これにより、メンテナンス作業等の容易化に貢献することができる
。
【０２９４】
　但し、このように前面扉を開閉可能な構成を採用した場合、所定の設置箇所（遊技ホー
ルの島設備等）に遊技機が設置されている状態にて前面扉が大きく開放されると、例えば
当該遊技機に隣接する他の遊技機等に同前面扉が干渉するといった不都合が生じ得る。こ
のような干渉の発生は、前面扉の機能担保及び外観保護の観点から好ましくない。また、
前面扉が開放されて隣接する遊技機の前方に張り出した場合には、同隣接する遊技機での
遊技が難しくなると想定される。これは、円滑な遊技進行を妨げる要因となり得る。この
点、阻止部によって前面扉の過度な開放を抑えることができれば、上記各種不都合の発生
を抑制することができる。例えば、阻止部を、前面扉開放時に同前面扉が移動する経路上
に配するとよい。
【０２９５】
　本特徴においては特に、阻止部を外枠に設けたことで、同阻止部に相当する構成を遊技
機本体に設ける場合と比較して以下の効果が期待できる。仮に遊技機本体に阻止部に相当
する構成を設けた場合には、外枠に対して遊技機本体が開放されている状態で更に前面扉
が開放されることで前面扉の開放量に遊技機本体の開放量が上乗せされ前面扉の変位量が
過度に大きくなり得る。これは、上記干渉等の不都合が発生しやすくなる要因となり得る
ため好ましくない。一方、このような開放量の上乗せを考慮して前面扉の最大開放量が小
さくなるように阻止部を設けることは、前面扉を開放して行われるメンテナンス作業等を
行いにくくする要因となり得る。このため、前面扉を開放可能な構成を採用することによ
るメリットを享受しにくくなると懸念される。この点、本特徴に示すように阻止部を外枠
に設ける構成とすれば、遊技機本体の開放の影響を抑えることができ、上記不都合の発生
を抑制することができる。故に、前面扉を開閉可能な構成を採用してメンテナンス作業の
容易化を図りつつ、それによって生じる周辺機器（例えば隣り合う遊技機）との干渉等の
各種不都合を抑えることができ、前面扉の開閉機能を好適なものとすることができる。
【０２９６】
　上記特徴Ｂ群は以下の課題に対して適用すると効果的である。
【０２９７】
　パチンコ機等の遊技機には、遊技ホール等の島設備に固定される外枠と、同外枠に搭載
された遊技機本体と、同遊技機本体を外枠に対して開閉可能な状態で支持する支持機構と
を備えているものがある。遊技機本体は制御装置等の遊技に関する各種構成を有しており
、遊技機本体の前方には当該遊技機本体を遊技機前方から覆う前面扉が設けられている。
前面扉によって上記遊技に関する各種構成を覆うことにより、同構成に対する不正なアク
セスを抑制し、遊技機における防犯性の向上が図られている。
【０２９８】
　上述の如く前面扉を有する遊技機においては、上記支持機構によって遊技機本体に対し
て同前面扉を開閉可能な状態で支持することが一般的であり、遊技機のメンテナンス時に
前面扉を取り外すことなく作業を行うことが可能となっていることが多い。これにより、
上述した防犯性の向上とメンテナンス作業等の容易化とが両立されている。
【０２９９】
　しかしながら、支持機構によって、外枠に対する遊技機本体の開閉を許容した状態で同
遊技機本体を支持するとともに遊技機本体に対する開閉を許容した状態で前面扉を支持す
るタイプの遊技機においては、前面扉や遊技機本体の位置精度や取付安定性の向上等、未
だ改善の余地がある。
【０３００】
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　以下に、以上の各特徴を適用し得る遊技機の基本構成を示す。
【０３０１】
　パチンコ遊技機：遊技者が操作する操作手段（遊技球発射ハンドル４１）と、その操作
手段の操作に基づいて遊技球を発射する遊技球発射手段（遊技球発射機構１１０）と、そ
の発射された遊技球を所定の遊技領域に導く球通路（誘導通路１０３）と、遊技領域内に
配置された各遊技部品（釘８７等）とを備え、それら各遊技部品のうち所定の通過部（一
般入賞口８１等）を遊技球が通過した場合に遊技者に特典を付与する遊技機。
【０３０２】
　球使用ベルト式遊技機：複数の図柄からなる図柄列を変動表示した後に図柄列を最終停
止表示する可変表示手段を備え、始動用操作手段の操作に起因して図柄の変動が開始され
、停止用操作手段の操作に起因して又は所定時間経過することにより図柄の変動が停止さ
れ、その停止時の最終停止図柄が特定図柄であることを必要条件として遊技者に有利な特
別遊技状態（ボーナスゲーム等）を発生させるようにし、さらに、球受皿を設けてその球
受皿から遊技球を取り込む投入処理を行う投入装置と、前記球受皿に遊技球の払出を行う
払出装置とを備え、投入装置により遊技球が投入されることにより前記始動用操作手段の
操作が有効となるように構成した遊技機。
【符号の説明】
【０３０３】
　１０…遊技機としてのパチンコ機、１１…外枠、１３…遊技機本体としての内枠、１４
…前扉枠、１５…背面カバーとしての裏パックユニット、１７…幕板部としての幕板、１
８…電気機器としてのスピーカユニット、９４…絵柄表示装置としての図柄表示装置、１
４３…制御装置としての音声ランプ制御装置、２０２…払出機構部、３００…支持機構、
３３０…外枠側構成体としての外枠金具、３３１…載置部としてのベース部、３３５…阻
止部としてのストッパ部、３８０…本体側構成体としての内枠金具、３８５…軸部として
の小径部、３８８ａ…本体側当接部としての壁面部、３８８ｂ…対向部としての壁面部、
４３０…扉側構成体としての前扉金具、４３２…取付部、４３３…軸受け部、４３５…扉
側当接部としてのフランジ部。
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